
書評会ノート：川本愛『コスモポリタニズムの起源──
初期ストア派の政治哲学』（京都大学学術出版会，2019）

川本 愛，安田 将，稲村 一隆，兼利 琢也，近藤 智彦

　本稿は，2019年 5月 26日に早稲田大学で行われた，川本愛『コスモポリタニズムの起
源──初期ストア派の政治哲学』（京都大学学術出版会，2019）の書評会(１)の記録である（た
だし聴衆との質疑応答は除いた）。当日は，著者による要約のあと，安田，稲村，兼利，近
藤の順に書評を発表し，最後に著者からまとめて応答した。以下，当日とほぼ同じ内容
を同じ順序で載せる。

( 1 ) 書評会開催にあたり，JSPS科研費 JP17H02257の助成を受けた。謹んで感謝したい。

著書の要約

川 本　愛

　私が本書を書いた目的は二つある。①現代において多様化・曖昧化している「コスモ
ポリタニズム」という思想の意味を，その原型を再構築することによって明確にすること。
②現代のコスモポリタニズムの直面する問題，とくに，個人と特定のコミュニティの関
係をどのように理解するべきかという問題について，現代では見失われているように思
われる知見を提供すること。
　現代のコスモポリタニズムは，あらゆる個人に対して倫理的に平等な価値を認めるこ
とと，国家に何らかのグローバルな責任を認めることを基本的に主張するが，その限り
において多様な主張を含んでおり，曖昧化している。
　現代のコスモポリタニズムを，主題に応じて「正義に関するコスモポリタニズム」と「文
化とアイデンティティ（および，よく生きること）に関するコスモポリタニズム」に分け，そ
れらをさらに，主張の強さに応じて穏健な主張と過激な主張に区分することができる。
すなわち，全人類のコミュニティは倫理的な責任を発生させる様々なコミュニティ（友人，
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家族，地域社会，国家など）のうちの一つである，という穏健な見解を表明しているのか，
それとも，全人類のコミュニティの利益という観点から正当化されることなしにはその
他の特定のコミュニティへの倫理的な責任を正当化することはできない，という過激な
見解を表明しているのか，ということである。現代のコスモポリタニズムにおいて，特
定のコミュニティへの愛着を人類全体の利益のための道具へと貶めているという批判を
受けて，現代のコスモポリタニズムは個人の愛情の形式について踏み込むことを避ける
傾向があり，過激な主張はほとんど絶滅したと言ってよい。
　しかしながら，各人と特定のコミュニティの関係についてのわれわれの理解を変える
ことこそが，古代のコスモポリタニズムにおいて重要な点だった。また，もしこの問題
を避けてしまえば，グローバルな正義の実現は難しくなるだろうし，またグローバルな
社会においてよく生きることの範型を示すこともできないだろう。過激なコスモポリタ
ニズムへの批判を回避することができ，かつ普遍的な正義を根拠づけ，またよく生きる
ことの範型を示すことができるようなコスモポリタニズムを，ストア派の政治哲学を考
察することによって提案したい。
　第 1章において，愚者が倫理的な関係から排除されているという解釈を反駁した。「愚
者」とは体系的な知識を持たない人間を意味し，必ずしも反社会的な人間を意味するの
ではない。また，愚者が倫理的に向上することが認められている。さらに初期ストア派
による「知者だけが X（市民，友人 etc.）である」という命題は，政治的な概念を再定義し，
愚者を排除することではなく努力を促すことを目的としている。また，初期ストア派に
おいて，自己に対する親近化の理論が他者への正義の根拠としても機能しているという
ことを指摘し，さらに，全人類に対する親近化が存在するという主張は，すでに初期ス
トア派において論じられていた可能性が高いと論じた。
　第2章と第3章において，初期ストア派の重要な特徴である知者のコミュニティに関す
る奇妙な理論を調査する。第 2章においてはゼノンの「知者だけが市民である」という主
張を考察した。ゼノンが失われた著作である『国家』において知者だけを市民とするコ
ミュニティを論じたということを，『国家』についての資料から明らかにした上で，知者
だけが市民であるという奇妙な主張の主要な論拠は，法を徳として再定義することであ
ると論じた。最後に，ゼノンのそのような主張の意義として，それが市民としての関係
性を全人類に対して拡張する試みであるということと，また特定の個人において存在す
る理性的な能力を愛するようにという主張であるということを挙げた。さらに，知者の
徳に基づくコミュニティは心のうちに抱く範型として考えられていると指摘した。
　第 3章においては，クリュシッポスの「宇宙全体が一つのポリスである」という主張に
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ついて考察した。まず，宇宙が知者だけを市民とするコミュニティであるということを
この主張は意味していると論じた。またその根拠として，法と徳の同一性，神々と知者
の徳の同一性，そして汎神論的世界観を指摘した。また，そのような主張の目的は，知者
のコミュニティという理想を自然学に組み込むことによって補強することだと指摘した。
その実践的な意義については，知者のコミュニティという抽象的な範型が宇宙と神 （々=
星々）という物理的なリアリティを持つということ，また神話という視覚的なイメージと
音楽的なリズムによって強化されるということを挙げた。さらに，この主張の歴史的な意
義として，全人類が物理的な距離に関係なく単一のコミュニティに潜在的に帰属し互恵関
係にあるということと，そして知者の理想的なコミュニティに所属するために家族や国家
などの伝統的なコミュニティの物理的な解体が必要なくなったということを指摘した。
　第 4章において，「共通の法」あるいは「自然の法」と呼ばれる普遍的な法の構造と内容
について，初期ストア派が何を主張しているかを明らかにした。標準的な解釈に反して，
ストア派は状況に一切参照しないで適切な行為を指示する規則の存在を主張せず，むし
ろタイプとしての状況を参照しながら適切な行為を指示する規則の存在を主張したと論
じた。また，タイプとしての状況を参照する規則は，神々や人間の自然本性，価値などに
ついての普遍的な原理によって何らかの仕方で根拠づけられるとストア派が考えたと論
じた。以上のような規範理論の意義についてつぎのように論じた。神々や人間本性のよ
うな事柄について普遍的な原理が存在していると主張されるが，各人のおかれた状況や
各人の判断を無視した普遍的な規則の作成が可能だとはされていない。ストア派の規範
理論は，実際には柔軟で，各人が普遍的な規範の作成と実施に参加することを要請する
理論である。
　第 5 章において，初期ストア派と中後期ストア派を比較した。中後期ストア派におい
て次のような新しい理論が発展した。第一に，全人類のコミュニティが家族や国家など
の伝統的なコミュニティと並列的に扱われるものとして位置付けられた。第二に，複数
のコミュニティに対してどのような義務を果たすべきかという問題が論じられた。第三
に，伝統的なコミュニティを正しいロゴスに関連づけて正当化することが試みられた。
このような主張の意義として，いま現に存在するすべての人間が一つのコミュニティの
実際の構成員であるという，現代のコスモポリタニズムにとって核となる主張がはじめ
て明確に述べられたということ，また，現実のコミュニティの改善という意味でのコス
モポリタニズムを中後期ストア派は明確な形で提案したということを指摘した。
　本論文での考察を通じて以下のことが明らかになった。
　正義についてのストア派の理論は以下の通りである。固有のコミュニティに対する義

─ 87─



務は，少なくとも以下の二つの仕方で普遍的な原理に言及しながら決定されなければな
らない。第一に，ある特定のコミュニティが，普遍的な原理によって統治されているコ
ミュニティを範型としていると前提した上で，範型を参照しながらその特定のコミュニ
ティに対する義務を決定しなければならない。第二に，ある特定のコミュニティに対す
る義務が普遍的な原理によって根拠づけられるということを説明しなければならない。
　よく生きることとアイデンティティについてのストア派の主張は以下の通りである。
ストア派によれば，私たちがよく生きるためには，自分自身を文化と歴史を共有する特
定のコミュニティに帰属する人格として（だれだれの妻，友人，どこどこの市民，として）だ
け見なすべきではなく，本来的には知者のコミュニティ（つまり潜在的に全人類を構成員と
するコミュニティ）に帰属すると見なさなければならない。
　以上のことから次のように結論する。ストア派のコスモポリタニズムは，身近な人た
ちとの関係を全人類の利益のための手段へと貶めるものでは決してない。彼らの主張
は，自分を世界市民であると自覚することとはどういうことかについて新しい視点を与
えてくれる。すなわち，世界市民であることとは，知者と神々のコミュニティという範
型を心に抱き，普遍的な原理に従いながらあらゆる他者との関係を構築することである。

書  評

安 田　将

1 研究史のなかの本書の位置づけ
1.1 ストア派研究のなかのコスモポリタニズム
　a. Schofield 1991(１)以前
　プルタルコスはゼノン『国家』を大王アレクサンドロスが実現したイデオロギーの先駆
けとして位置づけている。これにもとづいて，ゼノンはユートピア的で無政府主義的な
コスモポリタニズムを唱え，それを後代のストア派が理論的に整備するとともに，キュ
ニコス派的な特徴との切り離しを図ったという基本的な見方がとられていた。ゼノンと
以後のストア派の人々の違いについては，哲学に内的な要素よりは，キュニコス派との
関連のあり方による説明が主（前 2世紀中頃以後のギリシアの中期ストア派は，ゼノン『国家』

に対する学派外からの批判への応答としてキュニコス派的な仕方での社会制度の改革を放棄し
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たのに対して，ローマのストア派は，キュニコス派の再興を背景として，ゼノンの説いた慣習批

判や無政府主義を見直し，ゼノンの国家論を「現代化」して復活させた）。
　b. Schofield 1991以後 
　 b.1 Schofield 1991 
 ・哲学史的な側面：ディオゲネス・ラエルティオスの引く懐疑主義者カッシウスの資料
に注目し，ゼノンのコスモポリタニズムは，クリュシッポス以後の，すべての人間を
成員とし，宇宙全体に広がるポリスを構想するようなコスモポリタニズムから区別
されるような，古典期の（プラトンと同じ枠組みを共有しつつ別案を提示する）ポリス論
の一種であることを立証した。
 ・哲学的側面：ストア派のコスモポリタニズムがいかなる哲学的動機をもっていたか
を明確に論じた。すなわち，ストア派のコスモポリタニズムを，「物理的近接性や相
互の面識などの偶然的要素(contingency)をシティズンシップ概念からことごとく取
り除きつつ，シティズンシップ（ならびに共同体）を構想する企図」と捉える（Schofield 

1991:103）。
　  b.2 Schofield 1991以後の研究における主要論点（本書に関連するもの）

①物理的近接性や相互の面識などの「現実の」ポリスを成立させる諸条件を取り除
いて成立するポリスとはどのようなものなのか。
 ・成立するのはユートピア（非現実的な理想）なのか。

Vogt 2008(２)の解釈：（ゼノン，クリュシッポスにかんして）ストア派のコスモポリタニ
ズムは，現実変革を意図しない（その点で，今日のコスモポリタニズムとは異質）。こ
れは Schofieldのいう“revisonism”解釈（Schofield自身はこの解釈ではなく，現実改革

を意図する“communism”解釈をとる）。
 ・現実のポリスの状況はいかなる重要性をもつのか（ストア派のコスモポリタニズムは
政治哲学なのか）。
﹅ ﹅

　Nussbaumの一連の取り組み（後述）。
②  「(自然にもとづく)共通の法(正しい理性)」はどのようにしてそうした共同体を成立
させるのか。
 ・「共通の法(正しい理性)」をもつことがすべての人間との共同関係をもたらすこと
を，それが「自然的な」ことであるという仕方で裏づける「オイケイオーシス論」
（社会的自然本性論）の内容。personal oikeiôsisと social oikeiôsisの関係について，二
つの解釈（Annas 1993(４)と Algra 2003(４)）（後述）。

③ 中期ストア派やローマのストア派は，時や場所に相対的なもの（習慣，実定法など）

─ 89─



を肯定しているように見える。これに哲学的な理由はあるのか。
   ・Reydams-Schils 2005(５)：（家を含む）公的な生活における哲学の役割や責任（哲学の
政治的側面）についてローマのストア派は哲学的に取り組んだ。

④  ストア派において自然法は，（実定法のように）一般的規則であったのか，あるいは
道徳的推論の命法的形式であったのか(Schofield以後に注目されるようになった論点)

　　Striker, Vander Waerdt, Mitsis, Inwood, Brennanらの論争（後述）
　　川本氏の本書は，以上の論点に関わる（①(全章)，②(第 1章)，③(第 5章)，④(第 4章)）。

1.2 コスモポリタニズム研究のなかのストア派
1.2.1 ヌスバウムの問題意識
 ・特定の共同体に対する愛着（愛国心など）を含めた個別的なものへの愛着の位置づけの
点で，ヌスバウムの考えにはゆらぎが見られる（古賀 2014:137-38, 144-45(６)参照）。
 ・1996年の論文「愛国主義とコスモポリタニズム」と2013年の著書『政治的感情(Political 

Emotions: Why Love Matters for Justice)』の比較：過激なコスモポリタニズムから穏健な
コスモポリタニズムへの変化。個別的なものへの愛着に自体的価値を付する方向へ。
  ・ヌスバウムの変化の理由：2002年の論文「人間の尊厳の価値：ストア派のコスモポリ
タニズムにおける二つの緊張」(７)ならびに 2001 年の著書『思考の激変(Upheavals of 

Thought: The Intelligence of Emotions)』(８)第 7章から分析。ヌスバウムの問題意識は以
下の通り。
a.ストア派のコスモポリタニズムは，人間は人間である限りで無限で平等の価値をも
つという「西洋思想において最も深く最も影響力のあった洞察の一つ」である考えを
核とするもの(Nussbaum 2002:31)。そしてこの考えは「徳（ならびに有徳な行為）だけ
が善い」というストア派の思想に立脚している。すなわち，「徳だけが善い」という
考えなしには「人間は人間である限りで無限で平等の価値をもつ」という（ストア派
のコスモポリタニズムの核をなす）考えが成り立たない̶̶ とストア派は考えた
（Nussbaum 2002:35）。

b.このストア派の思想がかかえる二つの難点
 ・第一に，「徳（ならびに有徳な行為）だけが善い」という思想によって，コスモポリタ
ニズムが企図するべき，現実変革の範囲が制限されてしまう。すなわち，ストア派
は，既存の社会制度の枠組みのなかで，優先・忌避されるものをふさわしい仕方で他
者に与えることはできるが（例，奴隷を虐待せず，対等に会話する），しかし「徳（なら
びに有徳な行為）だけが善い」がゆえに人はいかなる状況でも有徳かつ幸福でありう
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ると考えることができてしまうため，既存の社会制度を変革すること，すなわち優
先・忌避されるものの内実を再検討することは妨げられる（例，奴隷制の変革へと動機
づけられることはない）。(Nussbaum 2002:45, cf. 2001:365)

・第二に，「徳（ならびに有徳な行為）だけが善い」という思想が依拠する人間観ないし
倫理観がいびつである。滅び，忘却されるもの（外的なもの）から倫理的主体は独立
でなければならないというストア派の人間観・倫理観は，本来は「生きることから，
そして生きることのために」あるものでありそれゆえ外的なもの「のうちで」考えら
れるべき（正義などの）倫理を，外的なものから不当に独立させてしまう。(Nussbaum 

2002:48-9, cf. 2001:373)

c.「徳（ならびに有徳な行為）だけが善い」という外的なものに対する indifferentism（無関
心主義）というストア派の思想は，以上のように（政治思想としても，倫理思想としても）
難点を抱えているため，ヌスバウムは，「徳（ならびに有徳な行為）だけが善い」と考え
ないことと，人間は人間である限りで無限の平等な価値をもつと考えることを両立
させる道を̶̶ すなわち indifferentism ぬきのコスモポリタニズムを̶̶模索する
（先述のように，ストア派はこれらが両立しないと考えているとヌスバウムは解釈する
(Nussbaum 2002:47-8)）。

d.ヌスバウムによると，その道は「コスモポリタン的な感情［としてのコンパッション］
についての，そして特定的な愛着と人間性への愛の関係についての，説得的な理論」
を作りだすことによって開かれる(Nussbaum 2002:49)。この道を示唆しているのが，
セネカの慈悲(mercy［寛恕 clementia］)論(De clementia)。セネカは，世界でおきる災
禍に重要性を帰しつつ，あらゆる人間に対して平等に配慮する「修正されたストア
派」の道を模索した(Nussbaum 2001:360)。彼はストア派のなかでも例外的に(ibid. 

397-98; 2002:44)，慈悲によってこの修正を行おうとした。セネカにおいてまだ曖昧
に(十分に理論化されずに)とどまっている「慈悲」をより明確化し，「コスモポリタン
的な感情」としてのコンパッションを構想できる(Nussbaum 2001:398)。

1.2.2 穏健なコスモポリタニズムと川本氏の問題意識
 ・以上のように，ヌスバウムのコスモポリタニズムの企図は，個別的なものへの愛着(身
近な人への愛，特定の共同体への愛着，信仰心など)と，人間が人間としてもつ無限で平等
の価値という緊張関係にあるものを両立させること。2010 年の論文「コンパッション
̶̶ 人間と動物」や 2013年の著書『政治的感情』では明確に，コンパッションによって
これらを両立させようとする議論が行われるようになる(コスモポリタニズムの穏健化)。 
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 ・現代のコスモポリタニズムにおいては，ヌスバウムがこれら近年の著作でとっている
立場に近く，それよりも単純な Tanらの「穏健なコスモポリタニズム」が優勢。それに
よると，個別的なものへの愛着はアイデンティティの問題であり，アイデンティティの
問題は正義の問題とは独立である。
 ・川本氏の問題意識：こうした単純なタイプの穏健なコスモポリタニズムの考えからこ
ぼれ落ちてしまう視点がある。よい生やアイデンティティを問い直す仕事を，現代の
コスモポリタニズムは放棄している。そのことにより，第一に，その放棄によって確
保されたはずの正義についてのコスモポリタニズムの存立を危うくしてしまう。第二
に，個人とコミュニティとの関係がいっそう流動的になりうる現代社会においてこそ，
コスモポリタニズムはよい生とアイデンティティについて問い直す使命があるにも関
わらず，その使命を安易に放棄してしまっている。(本書 pp.13-16)

　以上のように（1.1, 1.2），川本氏の本書は，現在のストア派のコスモポリタニズム研究に
おける諸論点(①～④)に関するストア派の（哲学史的な）研究であると同時に，現代のコス
モポリタニズムにおける論点に関与し，そこに新たな視点や有益な考えを提供しようと
するコスモポリタニズムの(哲学的な)研究でもある。
　具体的には，初代学頭キティオンのゼノン『国家』からローマのストア派までのストア
派の歴史において，コスモポリタニズムがどのように構想されたか，また構想の変化が
どのような意味をもつかを解明し，同時に，それによって，現代のコスモポリタニズムの
議論のなかで失われている視点や，現代のコスモポリタニズムを考える上で有用な知見
を得ることを川本氏は企図している。

2 疑問点
 ・本書の主張「初期ストア派はあらゆる人間との倫理的関係についてオイケイオーシス 
（親近化）論によって理論化した」(論点②に関わる主張)について
　中後期ストア派は初期から断絶・逸脱しているわけではなく，「初期ストア派による人
間の社会的な自然本性の理論の発展」だという川本氏の見立ては正当である。しかし，
「人間の社会的自然本性の理論」（すなわち「社会的オイケイオーシス(social oikeiôsis)」論）の
内容について，川本氏が「標準的な見解」と呼ぶ Brinkの解釈（初期ストア派は social oikeiô-

sisの考えをもたなかったとする解釈）は 1980年頃以降は標準的解釈でなくなっている。（川
本氏がそれに従って Brinkらを批判しているところの）Vander Waerdtの研究以後，二次文献
における論点は，personal oikeiôsisと social oikeiôsisの関係へ移行しているが，川本氏はこ
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れについて議論を行っていない。
　二つの見解が提出されている。初期ストア派には personal oikeiôsis だけがあったとい
う Brinkらの解釈を批判する Annasの解釈では，ストア派は personal oikeiôsisとは独立な
social oikeiôsisの理論をもっていた(Annas 1993: 265ff.)。すなわち（理性をもった他者が自
分と似ていることではなく）他者が理性をもっていることそれ自体によって，他者を尊重す
るのが人間の社会的自然本性である（この点でアリストテレスとストア派には本質的な違いが
あると Annasは考える）。他方，Algraの解釈では，（Brinkらの解釈とは異なり）ストア派は
初期から social oikeiôsisの理論をもっていたが，（Annasの解釈とは異なり）それは personal 

oikeiôsisの一部である(Algra 2003)。すなわち，最初は自身の身体だけが自分にとっての
身近なものだったのが，徐々に身近な対象が広がってゆき，最終的には理性をもつすべ
ての人間が自分にとっての身近なものになる social oikeiôsisの過程は personal oikeiôsisに
含まれる。この解釈では，人間の社会的自然本性とは，他者を自分と似た存在として捉
えるがゆえに尊重することである（この点でアリストテレスとストア派に本質的な違いがない
と Algraは考える）。
　ストア派の社会的自然本性についての上記の論点は以下のことを意味する。Annas は
人間の社会的自然本性についてのストア派の立場を，ストア派だけが「不偏の観点（im-

partial standpoint）」を提供したという点で特別視する。他方，Algraは，ストア派もアリス
トテレスもともに，他者への配慮について「純粋な利他性」モデルも「互恵性」モデルも
採用せず，ある共同体の成員が別の成員の利益を自身の利益と衝突しないものと考える
ようになる「社会的自己適合(Social Appropriation)」ないし「連帯(Solidarity)」モデルを採
用したと考える。すなわちここで問題になっているのは，アリストテレスからの連続性
を認めるか否か，また他者への配慮はいかなる種類のものかである。
　ストア派とプラトン・アリストテレスを断続的に捉えるか連続的に捉えるかは，このよ
うにストア派の「人間の社会的自然本性」の内実をどう理解するかにかかわる。それゆ
え，川本氏は上記の論点についての議論を行った方がよい。（なお，中後期ストア派は「初期
ストア派による人間の社会的な自然本性の理論の発展」を行ったという川本氏の見立ては Annas

と Algraの両者ともに認めているため，影響はない。）川本氏は，ヌスバウムがM. Schofield 

の 1991年の研究書の 1999年改訂版 The Stoic Idea of the Cityに寄せた序文にある「ストア
派以前には[...]尊重と相互扶助の義務についての理論は，自分の所属するポリスの外側

﹅ ﹅ ﹅

に住む人間に関しては発展しなかった」を本書序章で引用し，「ポリスの外側の人間にか
かわる規範の問題をプラトンやアリストテレスといった彼ら［ストア派］以前の重要な政
治思想家は体系的な仕方で論じなかった」ため，「全人類に関わる規範とコミュニティを

﹅ ﹅ ﹅ ﹅ ﹅ ﹅ ﹅
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構築しようとする理論的運動の起源はストア派にあると言ってよい」と述べている（pp.18-9 
﹅ ﹅ ﹅

傍点は安田）。プラトンとアリストテレスとストア派の間にある差異については（傍点部に
現れている通り）川本氏の立場は（おそらくヌスバウムも）微妙である。もし Algraの線で
考えるとすれば（Algraの議論も無謬ではないが，Annasの議論には疑わしい点がより多いよう

に書評者は考えている），「コスモポリタニズムの（古代における）起源」として，ストア派以
外以前と以後の古代の思想を視野に入れて研究する必要が出てくる（後者については，I. 

Ramelli(９)など，その研究動向は特に今世紀に入ってから盛んになっている）。

 ・本書の主張「中後期ストア派が時や場所に相対的なもの（伝統的コミュニティに対する義
務）を重視することには，社会のなかでの実践それ自体に倫理的重要性を見いだすと
いう哲学的な理由がある」（論点③に関わる主張）について
　中後期ストア派は，見知らぬ外国人など伝統的コミュニティ外部の人間に対する義務
について，具体的に，それゆえ同時に伝統的コミュニティに対する義務によって制限さ
れる仕方で論じた。これについて，川本氏は，中後期ストア派の考えを代表するものと
してキケロ『義務について』を取り扱った上で，初期ストア派との相違点と類似点を論じ
ている（本書 pp.155-56）。
　しかし，キケロ『義務について(De officiis)』第 1巻や 3巻に見られる考えは，標準的な
ストア派の考えと表面的には類似しているものの，本質的に異なる。正統的なストア派
の立場に近いセネカやマルクス・アウレリウスは，「人間は宇宙という全体の部分」であ
るという（自然学的に基礎づけられた）考えにもとづいて，「身体の各部分が傷つけられない
ことは，身体全体にとっての利益である」ことと類比的に「より大きな共同体の同胞市民
である他の人間を害さないことが，全体の利益になる」と考える。すなわち，いかなる人
間も人類全体の共同体に含まれると考え，その共同体における利害の一致を理由として，
他者への危害を禁止する（『怒りについて』2.31.7-8）。それゆえ，たとえ最もひどい悪行を
なす人間に対しても，あくまで治療としての（すなわちその者にとって真に利益になるものを
与えることによる）罰を施す（『恩恵について』7.20.3）。それに対して，キケロは「人間は宇宙
という全体の部分」という考えにもとづかず，暴君や海賊は全人類の共同体の外部にいると
考え，全人類の敵であることを理由として，破滅させるべきだと説く（『義務について』3.32）。
　このように，「他者のものを奪うことで自らの利益をますべきではない（自然に反してい
る）」という消極的義務をキケロが説くとき，ストア派の自然学に依拠するのを避けてい
る（Fin. 3.64などから，ストア派が「人間は宇宙という全体の部分である」という考えをもって

いたことをキケロは知っていることがわかる）。 すなわち，キケロはストア派の「宇宙の部
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分としての人間」という考えぬきで，「万人が万人とくらす社会」(Off. 1.51)における他者
への義務を論じている。キケロがストア派からの距離をとる理由はいくつか考えられる
が（パナイティオスやポセイドニオスやその弟子などストア派の側の事情，徳ではなく「徳の似
姿」である義務を論じていること，特定の哲学派の自然学的前提にコミットするのを避けたこ

と，など），いずれにせよ，キケロの『義務について』と標準的なストア派の学説は乖離し
ているため，これに依拠して「中後期ストア派」の見解をまとめることや，初期ストア派
と対比するのは（本書 pp.153-56），慎重になった方がよい。むしろ，「全人類のコミュニ
ティという概念の導入」(p.151)が中後期ストア派のなかで，それぞれの立場から，微妙に
異なる仕方で行われたことに注目することが，「全人類のコミュニティ」という概念の豊
かさや難しさを表現することになるのではないか。
　さらに，ストア派の自然学にコミットすることなしに「万人が万人とくらす社会」を構
想するというキケロの企図は，それ自体としても，現代のコスモポリタニズムに古代の
ストア派から有用な考えを提供することを企図する本書にとって注目に値する。なぜな
ら，「特定のコミュニティに対する責任が何によって発生するのかについて，個人がどの
ように考えるかということは，少なくとも何らかの普遍的な正義[...]に反さない限りに
おいて，個人の自由な理解に委ねられる」ような現代の穏健なコスモポリタニズムに対し
て，ストア派のコスモポリタニズムが有用な観点を提供しようとするとき，（本書第 3章で
論じられている通り）クリュシッポスが宇宙全体がポリスだという考えを，神々の摂理を含
む自然学にもとづいて論じたことが問題となるだろうからである。この点には川本氏も
自覚的であり，「あとがき」p.189で言及している。そこで川本氏は，アイデンティティや
正義について考える上で，むしろ現代と大きく異なる枠組みのなかでなされた議論であ
るからこそ，「新鮮な議論を提供」できると述べている(ibid.)。しかし，もしストア派の
コスモポリタニズムが自然学的前提の上ではじめて成立するものであり，かつ，そうし
た宇宙論が現代では受け入れられないのであれば，ストア派のコスモポリタニズムから
「有用な観点」を果たして引き出せるのか疑わしい（ただし過激なコスモポリタニズムがいか
に理論的負荷の大きなものかを知らせることは有用な観点と呼べる）。ここでも，コスモポリ
タニズムの起源をたどる作業は，「中後期ストア派」内部での微妙な差異や，ストア派以後
の古代の思想（主にキリスト教思想と新プラトン主義哲学）とのつながりを，より詳しくみて
ゆくことを必要とするように思われる。

 ・本書の主張「ストア派のコスモポリタニズムは特定的コミュニティの改善を意図する」
（論点①・④に関わる主張）について
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　最後は，特定的コミュニティの改善をストア派のコスモポリタニズムは意図するとい
う本書の中心的主張に関してである。これについては，本書評 1.2.1で紹介した通り，ヌ
スバウムによれば，ストア派は「徳のみが善い」という“indifferentism”（徳と悪徳以外のもの
を善悪の点で無差別だとする考え方）によって，必然的に，優先・忌避されるもの（健康や身
体的危害などの，善い・悪いものではないが選択・忌避することが促されるもの）についての
「改善」へは向かわず，特定的コミュニティで優先・忌避されているものを受けいれ，そ
の枠組みのなかの各人の持ち場で，各人が徳を発揮することを認めてしまうとされる（こ
う考えるがゆえにヌスバウムは，indifferentism なしでコスモポリタニズムを構想する道を模索

し，結果として「コスモポリタン的感情」とされるコンパッションに訴えかける）。
　たしかに川本氏はヌスバウムからの批判に言及している。しかし十分に向き合えては
いないようである。川本氏は，第 4章で，ストア派の「適切な行為」論が状況を参照する
ものだと論じたあと，ストア派の規範理論は「無差別のものに関わる外的な状況を考慮
して合理的な判断を下すことを要求する」ものであり，それゆえ，ストア派は「個人の内
面のみに注意を払い，実際の社会変革には興味がなかった」わけではないと弁護してい
る(p.137 cf. n.62)。しかし，ヌスバウムはストア派が無差別のものを無視し，社会変革に
興味をもたなかったと批判しているわけではない。批判のポイントは，2002年の論文で
明言されている通り(Nussbaum 2002: 45(10))，ストア派が indifferentismを保持する限り，
いかなる状況にあろうとも人が徳を発揮でき，幸福でありうると論じることができてし
まうという点にある（なお，ヌスバウムは古代のストア派にだけこの危険性を見ているわけで
はなく，現代のいくつかの社会運動でもこの論理が用いられていると考えている）。すなわち，
あらゆる人間が人間である限りで無限で平等の価値をもち，各人がもっている理性能力
のみによって誰もが理想的コミュニティに参加できると考えるストア派のコスモポリタ
ニズムを支えているまさにその indifferentism によって，必然的に特定的コミュニティの
改善が制限されてしまい，それゆえ現代のコスモポリタニズムが要求する現実改革の務
めをストア派は果たすことができない。これがヌスバウムの批判のポイントである(11)。
　このヌスバウムの批判に向き合うために注目に値するかもしれないのが，ストア派の
恩恵(χάρις, beneficium)論，とりわけセネカの『恩恵について(De beneficiis)』である。恩
恵(beneficia)は義務(officia)から概念的に区別され，「喜びを与え，そして与えることに
よって喜びを得る善意の行為」であり(1.6.1)，正当な行為(recte factum)であるため(1.5. 

3)，恩恵として行われるものや与えられるものは善悪無記であるのに対して，恩恵はつ
ねに善いものである(1.6.2)。恩恵として与えられるものには，生命や自由や貞節や親し
い人と引き離されないことなどの「必要不可欠なもの」が含まれるが(1.11.1-4)，義務と
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は違い，相手が恩恵を与えるに値する人物だと（また，恩恵を受けたいと望んでいると）判
断するかどうかに左右され，義務のように法的な責務によるものではなく，また見返り
を期待してはならない(3.7)。主人が奴隷に食料や衣服を供給することは恩恵ではない
が，寛大な態度をとり，多少とも自由人にふさわしい教育を施し，自由人に教えられる
学芸を授けるとき，これは恩恵である(3.21.2)。恩恵は義務ではないので，正義や法的領
域の埒外にあるため，仮にこれをある種の徳倫理的アプローチとして現代に復活させて
もヌスバウムが期待するほどの社会的強制力はもたないだろう。しかし，私的な互恵関
係がより強固な地盤として存在したローマの社会において奴隷に対する恩恵を以上のよ
うにセネカが論じたことは，奴隷状態にある人間は不幸であるとけっして考えることな
く̶̶ ヌスバウムによればこのように考えられない点がストア派の限界である̶̶ ，し
かし同時に奴隷状態を「改善」しようとする試みとして解釈できるかもしれない（なお，
ヌスバウムのなかのセネカの位置づけは微妙である。ストア派のなかでセネカは「例外的」であ

り，セネカは『寛恕について』のなかで「コンパッションがもつ認知的構造を，反コンパッショ

ン的な立場が構想する徳の自己充足という考えにふさわしい何かへと移す翻訳作業」としての

慈悲（寛恕）論を展開したとしてヌスバウムは高く評価している）。

3 まとめ
　川本氏の本書は，ストア派の研究として，現代の主要な論点となっている全人類の共
同体の成立条件（①），それを成立させる社会的な人間本性論（②），特に中後期ストア派
における特定的コミュニティに対する義務の位置づけ（③），法の概念（④）に取り組む哲
学史的研究であり，それと同時に，とりわけストア派内部で初期から中後期にかけてい
かなる種類のコスモポリタニズムが構想されたかを描き出すことで，現代の（その基調と
なっている穏健な）コスモポリタニズムがそれに関わることを避けている，よく生きるこ
とやアイデンティティの問題に関して，あらゆる人間を人間として捉えるコスモポリタ
ニズムの視点に立って考える必要があると論じる哲学的研究でもある。
　現実の（各人が異なる仕方でそれぞれ所属している）特定的コミュニティの改善という切
り口で，初代学頭ゼノンからローマのストア派に至る思想的進展を明快に描写すること
に本書は成功しており，その哲学史的分析を用いて，現代のコスモポリタニズムがいっ
そう普遍主義的な視点をとる理由があることも論じることができている。しかし，本書
では単純化して描写されたコスモポリタニズムの姿は，時代や論者ごとの細かな違いや，
ストア派内部的・学派間的，また古代末期における種々の影響などを補完することで，豊
かなものにされる必要がある。また，全人類のコミュニティというストア派の残したき
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わめて重要な思想的遺産を，現代の政治哲学的議論の文脈で，いかなる仕方で活かすこ
とができ，活かすべきなのかについては（具体的には，ヌスバウムからの批判への応答の点に
ついて），本書では論じられなかったことがらを論究する必要性と可能性が残されている
ように思われる。
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( 9 ) e.g. I. Ramelli 2016, Social Justice and the Legitimacy of Slavery. The Role of Philosophical Asceticism 

from Ancient Judaism to Late Antiquity, Oxford University Press: New York., ch.3 “Patristic Thinkers' 
Positions toward Slavery, Social Justice, and Asceticism”. 

(10) “But Marcus’ idea is not altogether satisfactory. First, it seems insufficient to motivate the kind of 
aggressive concern with the redistribution of externals that a cosmopolitan life would appear to require. It is 
not surprising that thinkers who take such an attitude should fail to pursue material aid to people at a 
distance, or even the abolition of slavery: for as Seneca says in his letter on the latter topic, what harm does 
that institution do, if the soul is free within (Ep. 47)? That letter is a fascinating document, because it argues 
that the slave’s humanity requires respect and some radical changes in treatment. Slaves are not to be beaten 
or terrorized or sexually used. And yet the institution of slavery is left intact, with explicit reference to the 
irrelevance of externals for true happiness. Don’t we need to say that such material conditions are themselves 
an insult to humanity, and that changing them is an essential step in a cosmopolitan politics?” （下線付加） 

(11)以下は，書評会で川本氏から「書評への応答」が行われた後，本書評投稿に際して安田が付加した
文章である。
こうした理由から「穏健な」コスモポリタニズムの道を選択したヌスバウムとは別の道（「過激な」コ
スモポリタニズム）をとるという川本氏の主張は，当然，古代哲学を現代の政治哲学的議論の場面で
活かすことを川本氏が真剣に考えたからこそ提出できた，きわめて重要な主張である。だからこそ，
全人類のコミュニティという理念がいかにして社会的・経済的影響を及ぼすのかという点について，
たとえば「ヌスバウムのように特定的なものへの愛着にもとづかなくとも（あるいは，もとづかない方
がむしろよりよい仕方で），現実変革へと十分に動機づけられうる」などというかたちで，ヌスバウム
と重要な意味で対立する川本氏ご自身の考えを提示していただきたかった。
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稲 村　一 隆

　本書は初期ストア派の政治哲学，とりわけそのコスモポリタニズムに関する研究書で
ある。この点を中心にまとめた日本語の本格的な研究書はないので，その学術的価値は
非常に大きい。こうした価値を当然のことながら認めた上で，ストア派のコスモポリタ
ニズムの特徴をより深く理解するために，稲村からは以下の三つの質問を提起したい。

１）潜在的な知者
　本書の前半部の狙いは，初期ストア派をエリート主義的に解釈するのではなく，すべ
ての人間に開かれた思想として理解することである。ゼノンが『国家』において「知者だ
けが市民であり，友であり，自由人であり，身内である」と述べた真意を，既存の研究の
ように，知者以外の人間を倫理的な関係から排除した証拠として解釈せずに（28 頁）(１)，
「市民」，「友」，「自由人」，「身内」などを知識への参照を含む仕方で再定義する試み（修正
主義的解釈）として解釈し（34頁），そしてこの規範的な再定義は，「愚者は知者へと変わる
ことができる」ことを含意していると著者は主張している（37頁）。
　第一の疑問点は，ゼノンの真意を修正主義的に解釈するのはよいが，さらにそこから
「愚者が知者へと変わりうる」主張として捉えるテクスト上の根拠が弱いのではないかと
いうことである。この点に関してテクスト上の根拠は本書 37頁に挙げられているクリュ
シッポスの主張だけであり，その主張も友人の過ちを時に見逃してあげることが必要だ
というものであったり，キャッチボールをするときのように未熟な相手には相手が受け
取りやすいように注意しなければならないというものであったりする。優れていない人
に対する寛容なふるまいを諭した上記のテクストから，愚者を知者へと変える積極的な
教育のプロジェクトとしてゼノンの真意を理解するのは飛躍していないだろうか。
　テクスト上の根拠としてより妥当なのは，本書 71–72 頁で挙げられているラクタン
ティウス『信仰提要』第 3巻 25である。そこでは以下のように述べられている。「人間の
自然本性が知恵を受け容れるものであるなら，職人も農夫も女性も，要するに人間の形
をもっているものはすべて，知恵をもつように教えを受けなければならないことになる。
［…］さらに，ストア派はこのことを感知して，奴隷も女性も哲学しなければならないと
言った」(２)。しかしこのテクストはストア派一般の主張を提示しており，初期ストア派
の考えに関する証言として利用できるかについては疑問が残る。
　またゼノンにはプラトン『国家』第 3巻（414B-415D）の作り話を批判したテクストは
あるのだろうか。その作り話によれば，人間は誕生に際して金，銀，そして鉄と銅という
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素質を持った人にそれぞれ分かれていて，そうした生まれながらの素質に応じて社会的
な役割が配分されることになる。またアリストテレスの『政治学』第 1巻の有名な議論に
よれば，自然において奴隷となるような存在が認められている。こうした議論を批判す
るようなテクストがあれば，生まれながらの素質に関係なく，教育によって愚者であっ
ても知者になることができるとゼノンが考えていたと推論できるだろうが，ゼノンはこ
うしたプラトンやアリストテレスの議論とどのように対峙したのだろうか。人間であり
さえすれば誰でも理性があり，その理性の素質さえあれば愚者でも潜在的な知者である
と考えていたテクスト上の根拠をぜひ提示してほしい。

２）互恵性のネットワーク
　本書 95–102頁によれば，クリュシッポスは知者たちのコミュニティを互恵性のネット
ワークとして捉えていたようである。この互恵的な関係は物理的な距離に依存せず，宇
宙的な規模で存在する。知者の徳に適った行為は，世界中の知者を益する。そして「ク
リュシッポスは，不正の禁止という意味での正義だけを全人類に適用するべきであると
主張したのではなく，相互的に利益を与えるという意味での正義を全人類に適用するべ
きであるという，より強い主張をした」（98頁）。ではどのような意味で他人に利益を与え
ているのか。著者の解釈によれば，「もし私が徳という共通の倫理的規範に敬意を払うな
らば，同じ共通の倫理的規範に従って生きている他人にとって敬意を払うことになり，
その事実だけで，私はその人に利益を与えたことになる」（99 頁）。したがって「クリュ
シッポスは，目に見えない遠くの他者に利益をもたらすという倫理的な責任を全ての個
人が持っているという主張を，おそらく哲学史上初めて明確に述べたと言うことができ
る」（99頁）。
　このように主張すると次のような疑問点が浮かぶ。ここで「責任」とはどのようなもの
であり，どの程度の責任が想定されているのだろうか。そして「知者たちの互恵性のネッ
トワーク」とはどのようなコミュニティだろうか。すぐ後で指摘されているが，クリュ
シッポスは，徳に適った政治を実践できない場合には政治にたずさわらなくてもよいと
主張した（100 頁）。とすると，あまり政治に対する責任を考えていなかったようである。
周囲の不正を除去する責任がなくなり，ポリスの機能（例えば様々な財の分配や裁判）もな
くなったとき，知者たちの共同体にはどの程度の政治性が残されているのか。ストア派
の知者たちの間では，プラトンやアリストテレスとは異なり，統治を交代で行う互恵性
もないようである。周囲は不正を行なっていても自分個人だけは理性的な法則を観想し
ている非常に個人的な道徳を「責任」として捉えていると考えて間違いはないだろうか。

─ 100 ─



このように解釈すると教科書的なストア派のイメージになってしまうが，本書はこれと
違ったストア派理解を提示しているのだろうか。
　互恵性は偏見に基づかない排除の論理にもなりうる。互恵性は，自分に親切にしてく
れる人には親切にするが，そうでない人には不親切にする原理である。表紙のボッティ
チェッリ『春』において，三人の女性は手を取り合って，その外側の人々を排除している
ようにも見える。実際，中後期のストア派では，ある種の互恵性が鍵となって，伝統的な
コミュニティーが擁護されている。「私たちは見知らぬ外国人よりも血縁や地縁によって
私たちと結ばれている人々を，恩義の関係と扶養の必要性のゆえに基本的には優先する
べきであると主張される」（157頁）。恩恵を与える存在として両親を捉えるために，両親
に報いる責任や義務といったことが中後期では理解されている(３)。
　著者はクリュシッポスを思想史的に位置付けている。著者によると，クリュシッポス
によって知者たちの互恵的なネットワークが神々とも結び付けられたために，キリスト
教の物語と結びつきやすくなり，そのネットワークが地上における普遍の教会，聖人の
住む天の国へと姿を変え，現代のコスモポリタズニズムで提示される人類の連帯へと受
け継がれたと思想史的に位置付けている（102頁）。とはいえ，クリュシッポスは「汝の敵
を愛せ」とも「右の頬を打たれたら左の頬を向けよ」とも述べていないはずである。ク
リュシッポスはどのような意味で互恵性を語っていたのか。「恩恵(charis)」の概念はアリ
ストテレス以前には互恵性と密接に結びついて理解されていたが(４)，クリュシッポスに
おいてはどの程度，互恵性の概念から切り離されて理解されていたのか。互恵性の概念
は二者間の直接的な利益提供ではなく，トロブリアンド諸島での交易のように分散した
関係における善（財や人）の循環を意味し，見返りを求めないわけではないが当座の関係
では報酬を受け取ることより与えることを含意したのか。不正に対する刑罰の概念は復
讐の概念から切り離されていたのか。また刑罰論は共同体の秩序の維持というよりも犯
罪者の個人としての罪に焦点を合わせているか。著者自身が述べているようにクリュ
シッポスの主張の具体的内容と論理構造が不明であるならば（99頁），こうした観点から
考察すればいいのではないか。クリュシッポスの言う「互恵性のネットワーク」を思想史
的に位置付けるために，こうした点についての著者の見解を伺いたい。

３）現代のコスモポリタニズムとの違い
　初期ストア派と現代のコスモポリタリズムの関係はどのようになるか。現代のコスモ
ポリタニズムには，「各人は倫理的に対等な価値を持ち，その価値は普遍的な射程を持つ
何らかの責任を発生させる」という核心的主張がある（6–7頁）。さらに一方で正義につい
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て，他方で文化とアイデンティティについて，過激なものと穏健なものに分類されるが，
いずれにせよ，各人は世界のどこにいようとも倫理的配慮の対象であり，同時にお互い
を配慮する責任を持っていると考えられている。したがってたとえ穏健なものであって
もグローバルな正義が存在することを認め，世界の経済格差を是正することが正義の要
求として理解されている。異国の地にいる貧しい人々に救いの手を差し伸べることは倫
理的な義務であり責任である。
　しかしストア派はそのような活動を個人の義務とも責任とも捉えていないようである。
すでに述べたように，ポリスの政治的機能（財の再分配や裁判）はコスモポリスには拡張
されていない。実際，ストア派には資源と権力の分配，公衆衛生，国際協定などについて
の具体的な提案はないと筆者も認めている（137頁）。とすると，ストア派は現代のコスモ
ポリタニズムとそれほど接点がないように見える。むしろストア派は啓蒙の時代のコス
モポリタニズムに近くないだろうか。筆者によれば，「18世紀の啓蒙の時代においては，
コスモポリタニズムという言葉はしばしば特定の哲学的な主張を意味せず，個人の精神
的態度やライフスタイルを意味した。すなわちコスモポリタニズムという言葉は特定の
宗教や共同体への偏狭な忠誠心から自由である公平な精神を意味し，コスモポリタンと
いう言葉は，偏狭な田舎者に対比される，旅行や外国人との交流を好む洗練された都会
人を意味することがあった」（4頁）。
　またストア派を適切に位置付けることは現代のコスモポリタニズムの前提を明らかに
するためにも重要である。どちらも理性に基づく人類共通の法を尊重しているにもかか
わらず，なぜ現代では世界的な経済格差の除去が正義の要求として捉えられる一方で，ス
トア派ではそう捉えられないのか。筆者によれば，ゼノンは，個人を特定の物語や身体
的特徴のゆえに愛すべきではなく，普遍的なものが現れているものとして愛すべきであ
り，自分と他人を理性的な存在者と見なして倫理的な関係を築くべきであるという普遍
主義的な主張をしている（78頁）。それにもかかわらず，なぜゼノンは世界中の人を知者
に変えることを倫理的責任として捉えなかったのか。その理由は，現実的にそうした課
題に取り組むほどの技術的な能力がなかったからという実践的なものなのか，それとも
個人の尊重や人権の概念などキリスト教以後の思想がなかったからという思想的なもの
なのか。現代のコスモポリタニズムの前提となっている思想を明らかにするためにも，
ストア派の前提を知る必要がある。評者の推測にすぎないが，普遍的なものが現れる場
所として個人を尊重していないどころか，そもそも個人の尊重という考えがストア派に
はなく，あくまで理性の普遍的な法だけが尊重の対象だからではないか。なぜ現代のコ
スモポリタニズムのようにはならないのか，ストア派の前提を筆者に伺いたい。
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( 1 ) 本書からの引用は，本文中にその頁数を示す。
( 2 )  中川純男・山口義久（訳），クリュシッポス『初期ストア派断片集 4』京都大学学術出版会，2005年，

154頁から翻訳を抜粋。これが初期キリスト教の著作であることが重要かもしれず，この後の論点に
関係する。

( 3 ) 人間関係の違いに応じて，そして共有の程度に応じて正義の内容が異なるという考えはアリストテ
レス『ニコマコス倫理学』第 8巻第 9章 1159b31–1160a8に見られる。こうしたアリストテレスの考え
方からすると，普遍的な理性の法に照らして個々の人間関係の正義を捉え返すというのは理解する
のが難しい。しかしどのような人間関係においても支配の除去を主眼とする現代の政治哲学には初
期ストア派の考え方がなじみやすいかもしれない。初期ストア派の研究者である著者が『ニコマコ
ス倫理学』第 8巻第 9章 1159b31–1160a8のテクストをどう考えるのか伺ってみたい。

( 4 )『ニコマコス倫理学』第 5 巻第 5 章 1132b31–1133a2 を参照。この点については拙稿の Justice and 
Reciprocity in Aristotle’s Political Philosophy (Cambridge, 2015)の pp. 148–157で論じた。

兼 利　琢 也

　川本愛さん（以下著者）の著書『コスモポリタニズムの起源──初期ストア派の政治哲
学』は，前世紀末の英語圏古代哲学研究で活性化したヘレニズム哲学研究の日本におけ
る成果だが，平行する時代の，特にアメリカにおける実践倫理学，リベラリズムと共同
体主義の対立と活発な議論，そして今日人間生活の日常となった全地球的環境における
生の意識の下で関連する問題と主題の触発融合に発する研究であろう。ヘレニズム・
ローマ期の文学思潮内ではエピクーロス派対ストア派に重なりそうだが，より大きな思
想史の枠内では，ポリスおよび教会といった理念の共同体倫理に挿まれた，独裁下の個
我のリアルに発し回帰する個人の哲学たるストア哲学が，近世初期の政治思想の再活性
化の素材や触媒となったこととも似て，現代のグローバリズムがその世界市民の理念に
新たな意義を見出すのは理解できる。
　現代コスモポリタニズムの明確な起点は，著者の指摘によるとカントである。彼が倫
理学でストア哲学を高く評価し，その理念の多くを換骨奪胎したと言える面がある以
上，ストア倫理学は彼に発する近代倫理学の特質とも繋がる。だが，こうした一般的理
解を超える仕方で著者が序章に提示する，現代アメリカ実践倫理学におけるコスモポリ
タニズムの議論は，私の無知ゆえあまり分からない。ただし著者の結論，現代に発する
問題に，ストア倫理学の原則を改めて適用することで，批判の中で後退した「過激な」コ
スモポリタニズムの再提示と強化を試みるという著者の意図，さらに具体的には普遍的
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理念が現実の行為選択と遂行の場面において常に遡及されなければならないとの主張自
体は，それはまさに古代のストア学徒の務めだから，共感をもって理解できる。しかし，
それが「コスモポリタニズム」という名と分類に属する理由，さらに言えば政治哲学と呼
びうる根拠が，知識のない私には未だ不明のままである。以下の私のコメントもまた，
具体的な箇所への疑義よりも，読書の感想，近年の私の関心である文学に重なる背景か
らの評言が主である。
　著書の題名は「コスモポリタニズムの起源」である。著者の提示する，ストア派の理念
的共同体の概念に関して，主に初期ストア派倫理学における扱いの提示とその差異，中
後期ストア派における変容を見る通時的な行論は，主張も論証も概して明快で，また少
なくとも可能的な解釈としては現代研究の趨勢（スコフィールド，リクターなど）と多くの
点で合致する要を得た説明となっている。しかし著者の題名の「起源」の意味が，現代的
な議論と同様な行為のルール等の提示ではなくて，歴史的な場であるとするとどうか。
最初に指摘されるように「コスモポリテース」なる語は，シノペのディオゲネスに由来す
る。この語は，実際のところ古代ではほとんど用いられていない。SVF でクリュシッポ
スに帰される断片も，アレクサンドレイアのピロン等の数例にすぎず，ストア派がこの
語を用いたと明言することは困難である。主にキリスト教系作家に用いたのは，そちら
の思考と表現で意義がありえたからで，私の知る限りでは，ストア派と異教文学内にな
かったとほぼ言えるように思う。それはなぜなのか。
　キュニコス派のディオゲネスが起源であることは歴史的に確かであるとして（ルキアノ
スが哲学者の戯画で彼に帰しえた以上，教養人に普及していた──ただしこの哲人にだけであ

る），ストア派の始祖ゼノンは，ディオゲネスの弟子テーバイのクラテスに最初に付いた。
本書で細かく検討されるゼノン『国家』は，特記すべき彼の作品として他の著書と哲学か
ら分離され，キュニコス派影響下の初期作と明示されている（DL7.2-4, 32-34）。33節で語
られる『国家』の内容は，賢者だけが市民である等のパラドクサ，妻共有制，神殿・法廷・
体育場・貨幣の撤廃，非性別服の提案でほぼ尽きる。具体的主張と意義を汲み取ろうと
するなら他資料を参照せざるをえず，スコフィールドも，ゼノンの国制論の仮説的提示に
あたりプラトン『国家』『饗宴』，またスパルタの国制等の外的資料を用いる。確かに国制
を論ずる学的言説は参照すべきである。しかしながら，初期ストア派もクリュシッポス
による正統派確立以前は，キュニコス派的な姿勢が強かったとされる（イオッポロ）。これ
は，初期のアリストン，ヘリッロスとピュッロンが，人の果たすべき義務と行為の規則を
一切撤廃したという，キケローが幾度も持ち出す批判からして確実である。キュニコス
派は，賢者の絶対的で自在な境地を人間の理想と見なし，それに呼応する形で過激で単
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純な信条の言説を，論理的な議論の展開よりも，行為と修辞技法（劇作）の実践によって
展開したと言えるが，指摘したいのは，クラテスの手になる「ぺーラ（食物保管用の合切
袋）」なる国についての戯詩の存在である（DL6.85）。ゼノンの師が文学的想像力で描い
た，文明に毒されぬ貧しく平和な国の理念，その国名「ペーラ」は犬儒の象徴だから，賢
者の国だろう。そこに論じる触れる必要があるのではないか。またもしそうなら，ゼノ
ンの『国家』は，文学的な伝統のうちにあり，政治哲学の提示ではないということになる
（現実の政体への批判がないということではない。反対に世人への批判は不可欠の構成要素
だったにちがいない。ユートピア文学の伝統である）。
　キュニコス派哲学者の逸話から理論的に筋の通った言説を取り出すのは困難である。
だが，逆説的なことに，知性と論理性の欠如（と隠蔽）は，実際のところ（とくにローマ期
の一般人から見た）哲学者像として一般的に好まれている（現存のローマ期ストア派も，論理
の冴えを誇る同学の徒に冷たく，常に言行一致の徳の実践者を称える）。大衆と一般読者は極
論を好み，過激な逆説的主張はたいてい一元的な主張である。哲学者がソクラテス的な
教導者であるなら，その衣鉢を継ぐ哲学者の，理性や知識や徳の一元的理解と主張はお
のずと連なる。徳知を持たぬ者に対する批判もソクラテス的営みとして世人の譴責にな
る。賢者が顕著な姿を得るのと反対に，世人は愚者に接近せざるをえない。これをキュ
ニコス的賢者と呼ぶとすると，ゼノン『国家』はここに含まれる。初期に世間受けする典
型の賢者が提示され（それはおのずと反対の愚者も含む），ドグマの重要な要素となったの
ではないか。
　これに対して，DL7 やアレイオスやキケロー Fin.3 などの哲学理論講述での賢者論は，
倫理学概論の結部に来る（出発点は親近化，オイケイオーシスである）。原理的な理論記述の
掉尾に置かれるのは，それが理念の完成態たる目的到達にとどまらず，段階的な論理の
知的理解がもたらす必然性に重なるからである。ゼノンはクラテスを離れメガラ派アカ
デメイア派に学び，論証形式の哲学技術を我がものとして教説を形成したが，後の哲学
概説は論理学者クリュシッポスが完成させたものである（一部は明らかにアリストン等への
批判，部分的には初期のゼノンの教説の方向変化があっただろう。さらに Fin.3にはアカデメイ

ア派からの批判への応答があるので，明らかに正統教説成立以降の学説修正の手が加わってい

る）。こちらをストア的賢者とすると，こうした概説における賢者規定を，のちの文学の
キュニコス的賢者を扱う文学作品の読書の感覚と同様に，理論を経由せず読む場合と同
列に扱って論じ，概念の論理的操作を行うことには，それなりの注意が要ることが導か
れる。本書第 1章に扱われる親近化論，自己保存から徳へと至る論も，DL7に明記され
るように祖型はゼノンだが（一部はキュニコス派の発想に基づくだろう），のちの講述がど
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こまでがゼノンかは不明である。徳知に基づく行為が，幸福の主体たる個人の理性＝徳
（と完成している意識）に，可能的にすべての人間を成員とみなす正義の共同体の何らかの
概念を含みうることは，「徳論」からは可能であっても（というより徳知の概念から必然的に
導出される），正統ストア派的に考える手順があるとすると，そこから直接に引き出され
うるとは考えにくいようにも思われる。
　第 2章のゼノン『国家』における主催神エロスと，賢者は徳の素質ある容姿優れた若者
を愛するとする主張等に関する著者の説明，「ゼノンの『国家』は，[…]市民関係それ自
体を理性的な能力に基づくエロス的関係として見直すことだった。このようなエロス的
関係としての共同生活は，プラトンの理想国家と同様に，おそらく現実を改善するため
の範型として提示されたのである」（80頁）は，私にはあまり説得力が感じられない。「エ
ロス的関係」とは何なのか（私にとっては現代思想系を読んでいてよく気になる表現である）。
私もプラトン『饗宴』のエロース称賛，『国家』の結婚制度論の特異な卓越性，それらに関
する後の哲学者たちの認識を認めるにやぶさかではないが，エロス（性欲）は誰にとっても
最も大きな関心だから数多の作家が取り組んだ。キュニコス派と初期のストア派もそう
である。そのエロスが友愛をもたらし共同体の保全をもたらすとの論には因果関係が関
わる。エロスのほうが原因，起点的衝動である。正義に関する親近化論の起点は，雌雄
の哺乳類の生殖と子育ての本能である。これに密接に関わるエロスは，何よりまず性欲，
動物の性器結合とその快感と充足が核である（『饗宴』もこの前提あってこそである）。ギリ
シャではゼノンの時代でも男性同士の性的結合への渇望がエロスの一般的な意味である
（ゼノン自身，少年に対する己が性欲を抑える苦労をした）。徳と理性の側からの再定義によ
る高級化というのであれば，確かにプラトンはそれを行ったし，クリュシッポスも「友情
への衝動」と定義し直した。ではクリュシッポスが再定義したのなら，むしろゼノンで
は通常の原意の要素が強かったと見るべきではないか。でなければ後継の正統派がゼノ
ンの文言を削除しようとしたりしないはずだから。キュニコス派の逸話の典型として自
然の欲望の肯定とそれに対する無頓着が反映しているのではないかと思案する。また，
外的善への無頓着ということでは，男女の非性別服も説明できる。衣服は防寒による生
命保持のため，さらに大抵の哺乳類は雌雄に差がないから，などキュニコス的な仕方で。
　本書第 3 章はクリュシッポスにおける共同体理念の扱いで，著者によると第三代学頭
クリュシッポスは，神々と人間からなる共同体という宇宙国家の概念の明確な提示をも
たらした。私の見方になるが，ゼノンとクレアンテスがそれぞれ未だ文学的要素を残し
て（諷刺文学と讃歌として）表していた主張を，素面の散文叙述にまとめ体系に編んだ。著
者は，クリュシッポスが（ゼノンにおけるプラトン自然学の利用とクレアンテスの貢献を元
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に）自然学を取り込むことで世界を文字通り宇宙へ広げ，完全な理性的存在としての
神々と知者をその構成員となすことを通じ理性共同体を全地球規模にしたことに大きな
意義を見る。行論自体にあまり異論はないが，彼が「知者のネットワーク」を考えたか，
そのあり方が「互恵的」と呼べるかには疑問が感じられる。別の観点から補強してみたい。
　まず行為を知者の徳において純粋に内面化して捉える限りにおいては，当人の意識内
部で全宇宙的な繋がりをもつという，孤独な抽象性においては了解可能であり，たぶん
古代的にもそれが正しい（著者も指摘するようにまさにマルクスの断想 7. 47はそれを語る。

しかもその同胞は神々たる星辰である）が，互恵的というには無理がある（理性に一元的な自
然学概念，プネウマの緊張等に重ねるなどの手はあろうが，たぶん古代的でないだろう）。著者
はそこに現代の国際的な知識人のネットワークの活動（環境保護団体など）などを重ねて
いないと思うが，かりにその線でクリュシッポスを現実の親密な共同体から無縁の学術
ネットワークに繋げると，見えてくる面はあろう。学説誌に顕著なストア哲学のスコラ
的特質は，クリュシッポスとその意匠を継ぐアカデミズムの産物である。彼以前のスト
ア派は実践色が濃く，始祖ゼノンはポリス民の人間性向上に貢献してアテナイ市民から
顕彰され，上層のマケドニア王と関わった。その面でもゼノンの『国家』は，著者が指摘
するように，必然的に当時の具体的現実への批判を含んだ（プラトンと同じく）。他方，第
三代学頭は主に卓抜した論理的頭脳によって学派の体系防御構築を完成させたが，これ
は派内の原理主義者とアカデメイア派からの批判の論駁という学術の場でなされた。ア
リストテレスとも似て，純粋な学問の営みは，理解力を共有する者にのみ開かれたネッ
トワークの形成と繋がるだろう。付言すると，知者が指を伸ばす行為が全世界の知者に
貢献するのかという他派の嘲笑は，それが有名なクリューシッポスの彫像の指──論理
学への集中を表す（ザンカー）──に関わるなら，真なる推論の発見が学界への貢献とな
ることに比されるかもしれない。ともあれ，純粋な知的営み，真理の発見それ自体が，
この派の知性主義の要諦である。事実，彼の師クレアンテスが『ゼウスへの讃歌』がゼウ
スに祈るのは，人間の無知からの脱却，ゼウスの知への到達である。クリュシッポスが
ドグマに理性的論理的行論を与えたさいに抽象化をもたらしたのは確かである。
　著者はクリュシッポスによる自然神学の寓意の活用の意義を指摘する。現代の論者は
ナンセンスとして通り過ぎるが，私はこの指摘は的確であるとともに歴史的に正しく，
その豊かな意義を汲みうる大切な論点であることを感じる。クレアンテス『ゼウスへの
讃歌』では，人間の神＝理性を言語を用いて称えること，つまりムーサの技である芸術の
実践こそが人間本来の務めだが，これが「互恵的」とすらされる。下の 36行目「私たち
が誉れを授かり，あなたに誉れを返せるように」に言われる。
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　　だが，万物の恵み手，ゼウスよ，暗雲に包まれ稲妻煌めかす者よ，
　　この嘆かわしい愚昧から人間を救いたまえ。
　　父よ，あなたみずから人の心の無知を散らしたまえ。
　　そして，あなた自身，万物を正しく操るその知へと人間を到らせたまえ。　　35
　　私たちが誉れを授かり，あなたに誉れを返せるように──
　　死すべきものにふさわしく，あなたの業を絶えず称えながら。
　　なぜなら，人間にも神々にも，最大の恵みとはまさに，
　　常に共通な法を，正しく称えることだから。
　クリュシッポスのカリテスの解釈も，セネカは，その散文の解説にあきれているが（実
際クリュシッポスには学者的無神経ゆえの失敗が多い），著者が感じているように巧みであ
る。カリテスは，ホラティウス『カルミナ』1.4と 4.7に明確なように，春の自然と恋の恵
みが中心にあり，詩の中核的な主題をなす友愛とおのずと繋がる。セネカと同期のコル
ヌトゥスの神話解釈は同じ性格をもち，神々を自然学と倫理概念で説明する。これが馬
鹿げていると感じられるのは，それが，ホメロスなど古典文学が活きた教養を形成する
心の中で読まれてイメジャリが重ねられる当時の読者の心の手続きに思い到れないから
である。事実，エピクテトスのゼウスへの言及（Diss.1.1.10sq），マルクスのムーサイとア
ポロンへの言及（11.18）など，純正にストア的であると同時に美しく巧みである。ヌスバ
ウムのセネカや悲劇の卓越した扱いからしても，理論を現実に活かすための修辞の重要
性には完全に同意する（それが彼女のコスモポリタニズム論とどう繋がるかは知らないが）。
　第 5章は，中後期ストア派において正統（クリュシッポス的）ストア派での宇宙共同体が
現実の世界の人間居住世界と見なされ，その中で改めて義務と具体的な行為の指針の問
題が扱われるようになったことを明快に論じており，総括的評価も含めて賛成である。
　少し気になるのは，約 400年間，ヘレニズム末期・ローマ共和政期・帝政初期・帝政
盛期にわたるストア派が一括して扱われすぎていないかという点である。ストア派とそ
の哲学が最初から最後まで一貫した明確な性格をもつことは確かとしても，私が上で触
れたキュニコス派に対する態度の相違が，中期と後期との間，典型的にはキケローとそ
の百年後以降のストア派の間に存在するのは確たる事実である。キケローのストア哲学
講述は常に反キュニコス的だが，アンティパトロスに発しパナイティオスで頂点に達す
るストア哲学の社会性獲得への傾向を，彼が種本から受け継いだことも明白である。特
に『義務について』は，キケローが明言するようにパナイティオス，アカデメイアへの接
近と正統教説からの離反の明らかな中期の学頭の著書による。その人類共同体の議論
と，2世紀のヒエロクレスの同心円の比喩による人類共同体とが，語られている内容は同
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じであるとされるが，そう言いきれるのだろうか。私には，パナイティオスは（漠然とし
た言い方になるが）アリストテレス的なポリス共同体（とポリス民としての活動）を念頭に，
全人類，言わば類としての人間から発して具体へと，外的なペリパトス派的親近関係で
論じているのに対して，ヒエロクレスは自己とその意識と身体構成という，初期からの
正統ストア派的親近化の手順を踏み，血縁の身体性を広げていくように思われるが，そ
の辺りはどうか。また，これもきわめて荒い概観だが，セネカではデメトリオスという
キュニコス派が称揚され，エピクテトスも真のキュニコス派を理想哲学者の描像となし，
プルーサのディオン，さらにルキアノスに顕著なように（とりわけデモナクス），キュニコ
ス派が復活して文学思想に影響を与えている。初期ストア派がキュニコス的であったと
すると，夫婦の関係の重視も，初期の一元的理性主義とともに自然主義的傾向の回帰が
少なからず作用しているように思われる。
　著者の結論部におけるストア派のコスモポリタニズムの意義の扱いでは，セネカ『怒り
について』での就寝前の反省が，著者の再構成したストア的な行為遂行における思考の
手続きの一例にあげられている。確かに生死も著作もセネカはコスモポリタン的だが，
ストア哲学を生きた実例としては，むしろマルクスの営み，『自省録』の断章における基
本ドグマの反復的記載のほうがより適切であるように感じられる。そこでもまた，動物
の誕生と死への思いは多くとも，キケロー・パナイティオス的なポリス民は稀である。
最後にそのマルクスから引こう。「星とともに走っている者として星の運行を眺めよ。ま
た元素が互いに変化し合うのを絶えず思い浮かべよ。かかる想念は我々の地上生活の汚
れを潔め去ってくれる」（7.47）。後半のペシミズムは別として，星とともに走る者とは宇
宙神との協働である。地上の古代居住世界の頂点に立つ人間としてローマと国民の防衛
のため異民族と戦うことを己が使命となしていたマルクスは，純正にストア的なコスモ
ポリテースと呼べるはずであると私は思うが，はたしてどうだろうか。

近 藤　智 彦

　本書は，ゼノン（第 2章），クリュシッポス（第 3章），中後期ストア派（第 5章）のそれ
ぞれのコスモポリタニズムの立場を明確に描き出すとともに，ストア派の政治哲学・倫
理学の根幹をなす親近化（オイケイオーシス）（第 1章）および法の概念（第 4章）に関しても
明快な解釈を打ち出すことに成功している。ストア派のコスモポリタニズムに関しては
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もちろんのこと，古代ギリシア・ローマの政治哲学・倫理学一般に関しても，本書が今後
の日本における研究にとって必須の出発点，有益な参照点となるだろうことは間違いな
い。ここでは，現在の世界的なストア派研究の現状と課題を念頭に置きつつ，やや大振
りな問題を三点ほど提起して著者の意見を伺うことにしたい。

１．時代背景との関係
　「ストア派の理論をヘレニズム時代におけるポリスの崩壊や人々の無力感の産物とし
て説明するべきではなく，個人と特定のコミュニティの関係という現代においても重要
な問題についての，プラトンその他のギリシアの知識人たちによる議論を踏まえた思索
として再検討するべきである」（pp.25‒26）という序章の指摘には，私もまずは賛同したい。
ストア派の思想を時代の産物として説明する見方は，しばしばその哲学的価値を低く見
積もろうとする傾向と連動してきたからである。とはいえ，とりわけ政治哲学に関して
は，時代状況や歴史的背景との関係を考察することももちろん必要だろう。実際，本書
でも中後期ストア派に関しては，彼らの段階ではじめて全人類のコミュニティという考
え方が明確に論じられるようになったことについて，「言語や文化の違う遠い国の人々に
対する倫理的な関係というのは，少なくとも前 2世紀以降のローマの上流階級にとって，
無視できない問題だった」（p.151）というように，当時の社会的状況による影響を指摘し
ている。また，中後期ストア派において伝統的なコミュニティが重視されるようになっ
た理論上の変化については，本書はそれを「アリストテレス的な理論──すなわち，人間
は自然本性において社会・政治的（ポリス的）な動物であるという主張──への回帰とし
て見ることもできるだろう」（p.165）と論じ，実際にアリストテレスからの明らかな影響が
あると指摘する一方で（p.166），「初期ストア派の過激な主張に対する他学派からの厳しい
批判や，社会の変化などの外的な要素が挙げられるだろうが，それに加えて，中後期スト
ア派において，伝統的なコミュニティとの関わりのなかでいかによく生きるべきかとい
う，実践的な問題への取り組みが重視されたという内的な事情が，このような変化を要
請したと私は考える」（p.145）というように，当時の学派内外の事情にもとづく説明も
行っている。これら複数の説明はもちろん相互排他的ではないが，中後期ストア派にお
いて「ローマへの移入」，「アリストテレス的な理論からの影響」，「実践的な問題への取り
組みの重視」といった点がどのように連関するのか，著者の考えをもう少し伺ってみたい。
ストア派（あるいは広くヘレニズム・ローマ期の哲学）において，哲学の社会的役割や方法
論などに変化があったのだろうか（鍵となる人物はキケロ『義務について』の主要なソースと
されるパナイティオスか）。
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２．自然学（摂理的宇宙論）との関係
　本書のストア派解釈において鍵となっている概念の一つに「法（ノモス）」があるが，こ
の概念については例えば「ストア派が法を正しいロゴスであると再定義するとき，彼ら
は，徳，すなわち確固で整合的な信念体系という形式で人間に与えられる宇宙全体の秩

﹅ ﹅ ﹅ ﹅ ﹅ ﹅

序を，法であると主張していると私は解釈する」（p.65，傍点評者付加）といった説明が施さ
﹅

れている。ここで問題となるのは，「宇宙全体の秩序」の存在を前提とするストア派の考
え方を現代においてそのまま受け入れることは難しいという点である。実際，ストア派
の倫理学が自然学（特にその中心となる摂理的宇宙論）によって基礎づけられているのか否
かという点は，解釈上の争点となっている。
　本書は，一方では「基礎づけ」解釈を避けようとしているように見える。特に第 3章で
扱われているクリュシッポスのコスモポリタニズムは明らかに自然学的・宇宙論的であ
るが，その点に関して本書のある箇所では，「宇宙がポリスであるという主張を自然学的
な議論と接続させることは，ストア派において重視された自然学と倫理学の整合性──
自然学，倫理学，論理学の分野の知識は互いに整合しながら一つの体系をつくり，卵や
動物，庭の各部分のように有機的な繋がりを持つものだとされた──を考慮すると，知
者のコミュニティという倫理学の議論を補強する効果があると考えられる」（p.94，傍点評

﹅ ﹅ ﹅ ﹅ ﹅ ﹅

者付加）という解釈が与えられている。自然学の議論が倫理学の議論の補強に過ぎないの
﹅ ﹅

であれば，自然学はなくても倫理学は成り立つかもしれず，あるいは現代の自然科学に
もとづく宇宙観や生物観に差し替えることも可能かもしれない。また本書では，「クリュ
シッポスは，知者のコミュニティを人々が理想的な範型として心に強く抱くために，神
話や詩を利用している」（p.97）という別の興味深い解釈も提案されている。そのような役
割であれば，まさに本書が示唆しているように，ヌスバウムが論じているような現代の
価値観に見合った教育や芸術に置き換えることもできるだろう。
　他方で，本書の特に第 4章では「基礎づけ」解釈が採用されているようにも見える。本
章の解釈は「人間の自然本性や宇宙などについての普遍的に真であるとされる理論と，そ
の理論によって何らかの仕方で根拠づけられる，タイプとしての状況を参照する規則か

﹅ ﹅ ﹅ ﹅ ﹅ ﹅ ﹅ ﹅ ﹅ ﹅ ﹅ ﹅ ﹅ ﹅

ら，適切な行為の推論は構成されている」（p.134，傍点評者付加）とまとめられているが，こ
のうち前者の「理論」には「徳だけが善である」「人間は社会的な動物である」などと並
んで「宇宙は摂理によって統治されている」が含まれている（p.134）。問題となるのは，こ
れはストア派にとっては「普遍的に真であるとされる理論」だとしても，現代では誰もが
受け入れることを期待できるような原理ではないという点である。本書の結論で挙げら
れる具体例に登場する「人間は互いに助け合うべきである」「あらゆる人にとって生命，
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心身の健康，財産，家族，快楽などの一連の『優先されるもの』が価値を持つ」（p.177）と
いう程度の原理であれば──ストア派の理論の枠内ではこれらの原理も摂理的宇宙論を
前提としていると考えられるとしても──，現代的な別の正当化（反照的均衡によって導き
出すとか，進化論的生物学にもとづいて人間の社会的本性を論じ直すとか）が可能かもしれな
い。また，本書でも「人間の自然本性や宇宙についての彼らの理論は究極的に正しいもの
として提案されたものではなく，暫定的に正しいものとして提案されたものであると考
えることができるだろう」（p.136）と述べられているように，理論そのものを部分的に修
正することも許されるかもしれない。とはいえ，ストア派の根本的立場からの逸脱を伴
うことなしには，現代的な差し替えを許さないと思われる点もある。ここではそのよう
な例を二つほど挙げた上で，ストア派の歴史的解釈と現代的妥当性の両面について著者
の立ち位置を伺うことにしたい。
　まずは，第 4章で挙げられている「病気が治らないと分かっているならば，健康である
ことを望むべきではない」（p.121）という規則が登場する事例である。この事例に関して
は，本書でも「摂理が存在する」「ゼウスが宇宙全体を統治している」などの「理論」が挙
げられているように（p.121），摂理的宇宙論を前提とせざるをえないのではないだろうか。
なお，この事例の典拠となっているエピクテトス『語録』2.6.9（本書 p.117で引用）では，
「健康であることを望むべきではない」どころか「病気になることへと衝動をもつべきで
ある」──つまり「すすんで病気になろうとすべきである」──というもっと強い教えが説
かれており，摂理を前提することなしにこれを説くことはなおさら困難であると思われ
る（ちなみにこれは Julia Annasの「反‒基礎づけ」解釈を批判する際に John Cooperが引いてい

る事例である。J. M. Cooper, ‘Eudaimonism, the appeal to nature, and “moral duty” in Stoi-

cism’, in S. Engstrom & J. Whiting (eds.), Aristotle, Kant, and the Stoics: Rethinking Happi-

ness and Duty, Cambridge, 1996, pp.261‒284, esp. p.274）。
　もう一つは，ストア派がロゴス（理性）に授けた特別な価値である。「初期ストア派は知
者以外の人間を倫理的な関係から排除しなかった」（p.169）というのが本書の主要な論点
の一つであるが，このストア派の考え方の背後にあるのはロゴス（理性）に与る存在とし
ての人間（と神々）の特権視だろう。しかし，本書で言われているように「クリュシッポス
が，動物に対する正義が存在しないということと対比させながら，あらゆる人間に対す
る正義が存在すると主張した」（p.47）という点を考えると──しかもそれは，本書の解釈
によると，「動物を殺害することに反対して，人間と動物は同胞（συγγενής）あるいは親近
（οἰκεῖος）であるということを，人間と動物は身体についても魂についても同一であると
いうことを根拠にして論じた」（p.48）テオプラストスの主張を反駁して説かれたとされる
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──，愚者は排除しない一方で理性に与らない動物は排除するという明確な線引きに対
して，現代のわれわれはむしろ疑いの目を向けて然るべきなのではないか。ストア派が
「人間は不正を犯すことなく自身の利益のために動物を利用することができる」とまで断
言できた前提には，「他の動物は人間と神々のために生まれたが，人間と神々は彼ら自身
の共同体と協同関係のために生まれた」という露骨な摂理的宇宙論があったのである（キ
ケロ『善と悪の究極について』3.67，本書 p.47の引用による）。「動物にやさしい」コスモポリ
タニズムは可能か，という問題意識は時代錯誤に思えるかもしれないが，ストア派自身
が他の「動物にやさしい」哲学的立場（上記のテオプラストスなど）と明確に対比させて自ら
の立場を擁護したのであるから，こうした問いを彼らに投げかけることも許されるだろう。

３．ストア派のコスモポリタニズムは政治哲学か
　本書は，ゼノン『国家』の解釈にあたってプラトン『国家』との類似を指摘し，「プラト
ンは『国家』において，現実をそれへと近づけることが可能であるような範型として理想
国家を描写したと解釈することができる」（p.79）と論じた上で，ゼノンの目論見もプラト
ンの場合と同じように解釈できると示唆している。しかし，納富信留『プラトン　理想国
の現在』（慶應義塾大学出版会，2012）で詳述されているように，プラトン『国家』は様々な
仕方で「政治的」にも「非政治的」にも読解されてきた（プラトンの真意については諸説ある
ということは本書 p.79注 65でも指摘されている）。本書では「私たちは，家族，地域社会，仕
事上の交際関係，国家などの現実のコミュニティをこの範型へと近づけるように努力す
るべきである，というのがゼノンの主張だったと推測される」（p.79）と述べられているが，
本当にそう言ってよいのか私には疑問が残る。
　本書で紹介されているように，ゼノンの『国家』では，「妻は共有である」「同じ衣服を
男性と女性が着るべきであり，〈運動するときには〉いかなる部分も隠されてはならない」
というような，当時としては（現代でも？）常識外れの提案が多くなされていた（ディオゲ
ネス・ラエルティオス『哲学者列伝』7. 33，本書 p.55の引用による）。こうした常識外れの提
案については，元来は「知者が状況によって慣習に反した行為を行うこともある」という
程度の穏健な主張だったとする解釈も一部の研究者によって試みられてきたが，本書は
それを退けている（pp.58‒60）。他方で，「人々の暮らしを範型へと近づける地道な努力」
とみなしうる例として本書で挙げられているゼノンの社会貢献についてのエピソードは，
「公衆浴場の改修に出資した」「マケドニア王アンティゴノス 2世のもとへ自分の弟子を派
遣した」というような常識の範囲内のことでしかない（pp.79‒80）。そのギャップがあま
りに激しいので，ゼノン『国家』における常識外れの提案が「それへと近づけることが可
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能であるような範型」としてどう機能しうるのか，私には判然としない（同じ理由により，
いわゆる「三つの大浪」を含むプラトン『国家』についても，納富のように直接的な「政治的」読

解をとることは容易ではないと私は考えているのだが，それはまた別の話である）。ゼノンの
理想国論は，当時の政治状況や道徳規範に対する何らかのラディカルな哲学的批判へと
読者を導くものではあったとしても，現実の政治に直ちに適用できる「範型」とは考えら
れていなかったのではないだろうか。
　クリュシッポスの場合には問題はさらに深刻で，「宇宙という神々のコミュニティへ加
入するためには個人が有徳でありさえすればよい」（pp.99‒100）とされている点で，政治
哲学というよりも個人倫理学だと考えるしかないのではないか。ちなみに，「神々と知者
の住居としての国家のイメージは，人間によって支配される地上の国家に対比される，
天上の国家という考え方として，キリスト教父たちに引き継がれた」（pp.101）と本書で述
べられているが，この「天上の国家」というイメージについては，やはり上記の納富がプ
ラトン『国家』との関係で触れている（上掲書，第 9章）。プラトン『国家』592A‒Bに「天
上に掲げられたポリス」という表現が登場するが，これがキリスト教的な「天上のポリス」
と重ねられて解釈されたことが「非政治的」読解の一因になったと納富は指摘するのであ
る。納富自身はプラトンの表現を天体秩序のことを指すという解釈を採用した上で，「理
想ポリスの実在性・実現可能性は，あるべき秩序として，より広い宇宙論の文脈に位置づ
けられ，確保されている」（上掲書，p.231）と論じ，ここでもプラトン『国家』の「政治的」
読解を確保しようとしている。この納富の解釈を転用することで，クリュシッポスが強
調したのも「理想的な範型」としてのポリスの「実在性・実現可能性」だったのだと解釈す
ることは可能かもしれない。実際，本書第 3章では，「理想的な範型は哲学者の空想では
なく，すでに現実に存在している宇宙であるということになる」ということが，「知者のコ
ミュニティは非現実的であるという批判に対する反論として機能するとともに，ストア
派の教えを実践しようとする人間にとっての心理的な支えとして機能するだろう」（p.95）
と論じられている。とはいえ，その直後で引かれているマルクス・アウレリウスの議論
（『自省録』11.27）は，「星々の運行を眺めながら，星々が秩序正しく自分の務めを果たして
いることを思い起こすことによって，自分の身を潔めることができる」（p.95）と本書がま
とめているように，宇宙に実在する「理想的な範型」にもとづいて現実のポリスや伝統的
なコミュニティを改善することではなく，個人の魂や生き方を律することを説くもので
しかないように見える。
　むしろ本書によると，現実のポリスや伝統的なコミュニティを「理想的な範型」にもと
づいて改善するという議論がなされるのは，中後期ストア派になってからということに
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なるだろう。しかし，「彼らが伝統的なコミュニティをさまざまな方法で正しいロゴスへ
﹅ ﹅ ﹅ ﹅ ﹅ ﹅ ﹅

と関連づけて捉え直した」（p.161，傍点評者付加）という点は本書で説得的に示されている
﹅ ﹅ ﹅ ﹅ ﹅ ﹅

一方で，「正しいロゴスをもつ知者と神々のコミュニティを範型として，それへと向かっ
﹅ ﹅ ﹅ ﹅ ﹅ ﹅ ﹅ ﹅ ﹅ ﹅ ﹅ ﹅ ﹅ ﹅ ﹅ ﹅ ﹅ ﹅

て改善されるべきものであると考えられていた」（p.162，傍点評者付加）という結論には飛
躍があると思われる。たしかに，中後期ストア派は現実の結婚関係を「知者どうしの友
愛」（pp.141‒145）のもとで，親子関係を「すべての人間と神々に共通の父親であるゼウス」
（p.160）との関係のもとで，それぞれ──明言されていないが，後者の理想的関係を「範
型」とすることで？──捉え直そうとした，という本書の解釈には一定の説得力がある。
しかし，現実の国家については，中後期ストア派において「正しいロゴスを基盤とするコ
ミュニティとして描写されている」（p.160）とは論じられているものの，「範型」として機能
する「知者と神々のコミュニティ」は──中後期ストア派には「プラトン的な哲人王の考
え方」と「アリストテレス的な考え」の二つが見出されるとされるのだが，そのどちらの
説明においても──登場していないのである（pp.160‒161）（語彙上の根拠として引かれてい
るエピクテトス『語録』2.5.26〔2.6は誤記〕では，たしかに現実のポリスが「神々と人間たちの

ポリス」〔「知者と神々」ではない〕の「模倣物（μίμημα）」とされているが（p.162），根拠としては
﹅ ﹅

物足りない）。とはいえ，この点は中後期ストア派のむしろ美点とみなすこともできるだ
ろう。結婚関係や親子関係ならともかく，実際の国内政治・国際政治を「知者と神々の
コミュニティ」を範型として構想することなどできるわけがない，という冷静な現実認
識を彼らがもっていたからではないか。そうだとすれば，ストア派の政治哲学──少な
くとも現代のわれわれがこの言葉で呼ぶもの──は，むしろ彼らのコスモポリタニズム
の外部に求めるべきだということになるかもしれない。

書評への応答

川 本　愛

■ 安田への応答

 ・親近化について
　たしかに，Annas(１)のような有力な研究者が，Vander Waerdt(２)を支持し，他者に対す
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る親近化（オイケイオーシス）がクリュシッポス以降に導入されたという説を否定する立
場をとる以上，Brink(３)や Baldry(４)などのこの説が現在でも標準的であると言ってしま
うことは，安田の指摘の通り，問題があるだろう（ただし，Algra(５) 2003はこの問題につい

てより慎重であり，クリュシッポスには確実に帰すことができるが，ゼノンについては判断が難

しいとしている。とくに 285頁の注 47を参照）。
　しかしながら，私が「標準的な解釈」として批判したのは，「ゼノンとクリュシッポス
に代表される初期ストア派は知者以外の一般的大衆を倫理的な関係から排除しており，
ストア派が全人類へと拡張されうる規範とコミュニティについて論じるようになったの
は（…）中後期ストア派からである」（本書 20頁。なお 27頁でも同様の記述）という解釈で
あり，こちらは現在でも標準的であると言える（たとえば，Sellars(６) Richter 2011(７)）。そ
して，この解釈をとるさいには，現在でも Baldryがよく参照される（たとえば，Sellars(８)）。
　つまり，私がBrinkとBaldryの親近化についての理論を再検討したのは，AnnasやAlgra

の立場を無視したかったからではなく，Baldry による以上のような解釈を反駁するため
には，その根拠の一つである親近化についての彼の解釈（Baldry(９)）を，たんに Vander 

Waerdt を引用して他者に対する親近化の主張がすでにゼノンに帰されていると述べるだ
けでなく，親近化の理論がどの程度まで発展させられたかということも論じるべきだと
考えたからである。
　ただし，本書において，Annasや Algraなどの議論を検討しながら親近化の内実につい
て書けたらもっとよかっただろうというのは安田の言うとおりである。

 ・キケロの扱いについて
　ストア派内部の多様性をどう扱うかは難しい問題だが，一般に，クリュシッポスの考
えが「標準的」ないし「正統的」なストア派であるとされている。人間が宇宙の一部であ
るという考えはクリュシッポスに遡れるので，安田の言うように標準的なストア派の見
解であるとしてよいだろう。
　さて，安田の指摘によると，キケロが『義務について』3.32においてこの考えを無視し，
他害的な人間を殺害するべきだと主張しているが，この主張は標準的なストア派から乖
離している，ということである。
　まず，キケロが『義務について』3. 32において扱っている問題は，マルクスやセネカの
場合のような他者一般への忍耐の問題ではないと言いたい。これは僭主の誅殺という問
題，すなわち，国家を崩壊させ多くの市民の命を危険にさらす人間を暗殺することは正
しいか否か，という特殊な問題である（3. 19）。キケロのこの箇所をもって彼の義務論全

─ 116 ─



体を異端視するのは無理ではないか。また，キケロは僭主の殺害を，身体の一部を全体
の健康のために切断することにたとえることによって正当化している（3. 32）。この考え
は，各人が宇宙の一部であるという考えと矛盾しないし，むしろ合致するのではないか。
むしろ，人間が宇宙の部分であるということだけを理由にして，殺人を絶対的に禁止す
るという主張のほうが（セネカもマルクスもそうは言っていないが），クリュシッポスの主張
とは大きく異なっている。というのも，動物を人間の利用のために殺すことを宇宙全体
の秩序から正当化している（本書 47頁）ことから明らかなように，クリュシッポスにおい
て，あるものが宇宙の部分であるということと，その殺害を禁止するということは，
まったく結びついていないからである。
　とはいえ，安田の言いたいことも理解できる。本書はキケロの『義務について』への比
重が大きく，ほかのローマ期の作家にあまり注目していない。また，自然学と論理学に
よる基礎づけについてもあまり検討していない。兼利と近藤の指摘が示すように，この
あたりを読者が不満に感じるのは正当だろう。

 ・ヌスバウムによるストア派の批判について
　ストア派が生命や財産を善でも悪でもない「無差別のもの」とすることが必然的に社会
変革を制限することになる（つまり，奴隷制の廃止などの抜本的な改革を不可能にする）と安
田は主張するが，私はそのように考えない（ヌスバウムが 2002年の論文で主張していること

は，後述のように安田のまとめより弱い主張だと私は思うので，とりあえずここでは安田の主張

として扱う）。
　ここで，ストア派の関連する主張を簡単にまとめておこう。無差別のもの，たとえば
財産は善ではないのだから，ひとは自分が貧乏であるからといって自分を不幸だと思っ
たり，怒りや悲しみを感じたりするべきではない。しかし同時に，財産は「優先されるも
の」であるのだから，財産を獲得するためにひとは努力するべきである。また，ストア派
は他人への徹底的な無関心を奨励しておらず，人間は相互に助け合うべきであると主張
している。
　したがって，もし，私が女性であるとか有色人種であるとかいう不合理な差別によっ
て私が財産を獲得することが難しくされているのなら，私はそのような差別をなくすた
めにできるかぎり努力するべきだということになるだろうし，また，他人がそのような
状況にあるなら，人間は相互に助け合うべきであるという原理にしたがい，同様に努力
するべきだろう。
　仮に，現状に対する不満，怒り，悲しみ，そして他者のそうした感情への共感だけが社
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会変革の動機になりうると仮定するのならば，たしかにストア派の「無差別のもの」と感
情についての理論は社会変革を必然的に不可能にするだろうが，そのように仮定しない
なら，そう言えないだろう。
　ヌスバウムの 2002 年の論文についての私の考えを補足しておく。ヌスバウムが 45 頁
で言っているのは，ストア派のコスモポリタニズムは人間性を無視しているので，すなわ
ち，主観性を排除している（外的なものに対する個人の主観的な評価の軽視，個別的なものに
対しての嫉妬や性的ファンタジーを含む激しい愛情の否定）ので，それは「コスモポリタンな
生が要求すると思われるような外的なものの再配分についての，強烈な関心を引きおこ
すためには不十分であるようにみえる」というかなり微妙なことであり，安田とは違っ
て，彼女は抜本的な社会変革が必然的に不可能になるとまでは主張していない。
　ストア派の思想が，怒りや悲しみ，それらへの共感を動機として社会変革に取り組む
ように人々を鼓舞しないというのはヌスバウムの言う通りであるが，先に述べたよう
に，このこと自体からストア派のコスモポリタニズムは社会変革を不可能にするという
ことにはならない（ネガティブな感情が実際にどのような影響を与えるのかについては論理分
析ではなく実証が必要だろう）。それでは人間性に欠けるという批判はどうかというと，
優先されるもの，相互扶助的な恩恵のつながり，個人の徳への愛情，エウパテイア（よろ
こびなどのポジティブな感情）の要素から人間性が成立すると考えることはそれほど問題
なのだろうか。ふつうの人々の良識に反するということかもしれないが，財産，名声，
健康などを獲得し，他人と助け合い，ネガティブな感情は（他者への共感も含めて）感じな
いように努力するという生き方は，むしろふつうの人々の良識に適っていると言えない
だろうか。

■ 稲村への応答

 ・あらゆる愚者が知者になれるかどうかについて
　キャッチボールの例と友情の例は，初期ストア派において愚者との倫理的な関係が考
察されたことの証拠として導入したのであって，「愚者が知者になれる」ということの強
い根拠として導入するつもりはなかった。後者のテクスト上の根拠としては，「向上」の
概念について論じたプルタルコスの『共通観念について』1063Aをあげた（本書 32頁）。し
かしながら，「あらゆる愚者が知者になれる（生まれつき知者になれないほど素質の劣った人
間はいない）」とゼノンが主張した根拠を私が十分に示さなかったのは，稲村の指摘の通
りである。
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　残念ながら，プラトン，アリストテレスにおける差別主義（女性差別，外国人差別，労働
者差別）を，ゼノンあるいはクリュシッポスが直接批判したテクストは現存しない。しな
しながら，以下のことを指摘できる。
①人間の魂の構造が理性について単一的であるという主張
　プラトンとアリストテレスの差別主義の前提の一つは，人間の魂の構造がある属性の
集団ごとに異なっているということである。つまり，アリストテレスによれば，自由市
民にふさわしい男性の理性的な魂と異なり，女性の魂は理性的な部分を弱い仕方でしか
もっておらず，奴隷にふさわしい人間の魂は理性的な部分をもっていない(10)。また，プ
ラトンの理想国家における三つの階級は，魂の三つの部分に対応させられている（支配者
＝理知的部分，補助者＝気概的部分，労働者＝欲望的部分）(11)。
　これに対して，ゼノンは，人間の魂においてこのような理性的部分と非理性的部分の
区別は存在しないと主張したと言われる(12)。したがって，明言していないが，少なくと
もこのような魂の理性についての構造の違いを根拠とする差別主義にはゼノンを含めて
ストア派は反対するだろう。
②人間は徳へ向かう衝動をもって生まれるが，外部からの影響によって劣悪になるとい
う主張
　クリュシッポスを含めたストア派一般（残念ながらゼノンについては確認できない）は，人
間が劣悪になるのは生まれつきによるものではなく，経験と教育，交友関係などによる
ものだと主張した(13)。そのため，生まれつき（哲学）教育に値しない人間が存在するとゼ
ノンが主張したとは考えにくいだろう。
　ただし，ストア派の教育は明らかに高度の言語・推理能力を要求するので，先天的あ
るいは後天的にこれらの能力に障害がある人たちをどう考えるのか，さらに，ストア派
が明確に排除した動物たちをどう考えるのかは難しい。動物については，近藤から指摘
されたので，近藤への応答としてこの点を論じたい。

・クリュシッポスにおける互恵性の意味について
　本書の 98-99頁において，私がクリュシッポスについて主張したのは以下のことである。
①クリュシッポスは物理的な距離に依存しない互恵関係が知者のあいだに存在すると主
張した。
②したがって（前提①から），クリュシッポスは目に見えない遠くの他者に利益をもたら
すという倫理的な責任を全ての個人が持っていると主張した。
③ただし，どのような仕方で利益をもたらすのかは不明である（プネウマによる物理的な影
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響によるのかもしれないし，共通の倫理規範に従って生きるだけで利益を与えたとしたのか

もしれないが，とにかく不明である）。
　つまり，共通の倫理規範に従って生きることが遠くの他者に利益を与えるとクリュ
シッポスが主張した（かもしれない）ということは，稲村のまとめとは違い，②の前提で
はないし，このことを私は可能な推測の一例として挙げただけであって，それほど強く
主張するつもりはなかった。
　というわけで，稲村への回答は，本書に即して言えば③不明であるということになっ
てしまうのだが，もし不明であるならばこうした観点から考察したらいかがかと提案さ
れたので，以下で少し考察して回答としたい（以下，稲村の提示した観点を・で示して，個
別に回答する）。
 ・周囲は不正を行なっていても自分個人だけは理性的な法則を観想している非常に個人
的な道徳を「責任」として捉えていると考えて間違いはないだろうか。
→ほかの知者へ利益をもたらすためには有徳な行為の実践は必要なので（たとえ「指を思
慮深く動かす」というような些細なことだとしても），少なくとも，実践と対比されるアリス
トテレス的な「観想」で何かの責任を果たしたことにはならないだろう。また，状況が妨
げないかぎりは，悪徳を防ぎ人びとを徳へ促すために知者は政治に参加するべきである
というのがクリュシッポスの主張である(14)ので，不正を防ぐことができる状況にあれば
当然防ぐ責任があるだろう。
 ・互恵性は偏見に基づかない排除の論理にもなりうる。
→ クリュシッポスにおけるキャッチボールの例が示すように，恩恵を返すのがへたくそ
な人とも親切にかかわるように勧められていることと，ストア派の倫理学における個別
的な状況の重視（とくに，キケロにおける必要性の考慮）から，少なくとも，自分と対等の
恩恵を直接的に自分に返す人間以外はどのような状況においても助けないというような
排除はしないだろう。
 ・クリュシッポスはどのような意味で互恵性を語っていたのか。
→「恩恵(charis)」概念は，クリュシッポスにおいて，おそらく二者間の直接的な利益提
供としてのみ考えられていたのではないだろう。というのも，クリュシッポスがカリス
女神について論じるとき（本書 96頁），恩恵は三者のあいだでの無限循環として描写され
ているからである。「恩恵は，手によって渡されて行くが，それでもなお恩恵を与える者
に戻って行くからである」という一文は，確実には言えないが，間接的に多くの人を経由
して何らかの仕方で返礼を得るというように恩恵概念が理解されていることを示唆して
いる。クリュシッポスの場合，宿命と共感のネットワークというしかたで宇宙のあらゆ
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るものが一つの秩序にしたがいながら互いに変化しあっているという自然学が背後にあ
ると思うが，この点については何もはっきりしたことが言えない。
 ・不正に対する刑罰の概念は復讐の概念から切り離されていたのか。また刑罰論は共同
体の秩序の維持というよりも犯罪者の個人としての罪に焦点を合わせているか。
→不正に対しては，法に従った相応の（価値に応じた）罰をあたえるべきであるというこ
とと(15)，罰をあたえることは人格の矯正のためになされるということが，ストア派一般
の見解として述べられている(16)。ただしこれらは，知者は憐れまないという文脈で言わ
れており，刑罰についてのまとまった議論ではない。アリストテレスにおける応報とし
ての正義のような概念は明確には見られないようである。

 ・ストア哲学の政治性について
　繰り返しになるが，状況が妨げないかぎりは，悪徳を防ぎ人びとを徳へ促すために知
者は政治に参加するべきであるというのがクリュシッポスの主張であるので，状況が妨
げないかぎり個人にはそうする責任があるということになる。
　とはいえ，初期ストア派が具体的な政策提言をしていないことには変わりない。とく
に世界的な経済格差について，何か言えるとすれば，ゼノンが知者のコミュニティにお
いて「貨幣は，交易のため（ἀλλαγῆς ἕνεκεν）にも，国外旅行のためにも，鋳造されると
思うべきではない」（ディオゲネス・ラエルティオス『哲学者列伝』7.33）と述べたとされるこ
とだろうか。プラトンが『国家』において理想国家での「交易のため（τῆς ἀλλαγῆς ἕνεκα）」
の貨幣の存在を認め（371b），他方で支配者階級の「守護者」たちには貨幣の所持を禁じ
て財産を共有するように命じている（417a）ことなどを考えると，ゼノンは知者たちのコ
ミュニティにおいて財産は市民全員で共有されると主張したと推測できる(17)。つまり，
ゼノンは，普遍的な規範（「共通の法」）にしたがった理想的なコミュニティにおいて財産
が全員で共有されると主張しているということになる。したがって，ゼノンは国家間の
経済格差の改善のために何も主張していないとまでは言えないだろう（つまり，本当は世
界中の人たちが財産を共有するべきなのになあという理想を示す程度のことはしたと言える）。
しかしながら，たとえば，「先進国の住民は年収の10パーセントを発展途上国の支援のた
めに寄付するべきである」というような，より現実的な提案はしていない。初期ストア派
によるその他の経済的な主張はというと，財産を善であると誤認しないようにとか，人
間は助け合うためにつくられたとかの，かなり抽象的な主張になってしまう。
　このように初期ストア派が現実的な政策提言をしなかったということは，先ほど安田
への応答で示したように，稲村が推測し，ヌスバウムが批判するような，ストア派にお
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ける「人間性」の欠如から論理的に帰結することではない。だから，ゼノンやクリュシッ
ポスの思想内容自体に欠陥があるとして批判することはできないだろう。
　ただし，初期ストア派において具体的で実践可能な政策提言がされなかったことの理
由として，普遍的な原理の理解を重視するというストア派倫理学の方法論をあげること
はできるだろう。
　本書の 4 章で分析したように，ストア派の倫理学の枠組みにおいて最も重要な前提と
なるのは善や宇宙についての普遍的な原理である。状況を参照するより個別的な規則
（「先進国の住民は年収の 10パーセントを発展途上国の支援のために寄付するべきである」とい

う主張はこれに該当するだろう）については，このような規則は不要であり，普遍的な原理
だけ理解してあとは状況に応じて行為すればよいという立場（キオスのアリストンによる
ゼノン・クレアンテスの忠告論への反論）はさすがに異端的だとされたが（本書 4章），状況
を参照する規則についての初期ストア派の議論はあまり残っていないことから，考察に
おける優先順位は低かったと推測される。具体的な状況における外国人への援助につい
ての中後期ストア派による議論においてストア派どうしで意見の対立がみられるので（本
書 133頁），少なくともこの問題について初期ストア派は具体的な状況を参照する規則を
確立できなかったようである。
　もしストア派（とくに初期ストア派）を実践可能な社会改革を提案できなかった「失敗例」
とするのならば，人間性の欠如や，個人の権利という概念の欠如を批判するのではなく，
普遍的な規範とそれに即した理想像を提示するだけで，状況を参照する個別的な規則を
考察しなければ，社会の問題に対して改善案を示すことはできないということの事例と
するべきではないだろうか。

■ 兼利への応答

 ・キュニコス派のコスモポリタニズムについて
　本書においてはキュニコス派について詳しく論じなかった。それは，シノペのディオ
ゲネスの主張についての資料が初期ストア派以上に乏しいということと，また，彼のコ
スモポリタニズムはおそらく素朴なアナーキズムに分類されるようなものであるという
ことのために，あまり有益な考察ができないだろうと私は判断したからである。
　しかしながら，あらためてキリスト教まで含めてコスモポリタニズムの歴史を考える
と，キュニコス派からストア派を経由してキリスト教まで「アスケーシス（訓練）」という
概念から考察することが必要であるといま感じている。ディオゲネスが自分は「コスモ
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ポリテースだ」と述べたことの背景には，当然，必要最低限なものだけ所有し，簡素な暮
らしをするべきだという彼の考えがあっただろうし，クラテスの「頭陀袋の国」つまり知
者の国の描写も，誰も何も所有していないということが述べられている。先に述べたよ
うに，ゼノンの『国家』においても私有財産が禁止されたと考えられる。そしてキリスト
教における奴隷廃止論においても，しばしば必要以上の所有が悪であるということが根
拠にされた。本書においては，個人とコミュニティの関係，とくにアイデンティティとい
う問題を扱ったため，この点について触れなかったが，もし世界的な経済格差の問題を
中心的に扱うのであれば，このアスケーシスという概念を重点的に研究する必要がある
だろう。

 ・ユートピア文学と政治学，ゼノンの『国家』の関係について
　ゼノンの『国家』は，プラトンの『国家』と同じジャンルに属するというのが私の考え
である。つまり，ユートピアを物語形式で詳しく描写するのではなく，「もし人びとが知
者であればものごとはこうなるだろう」という抽象的な論理形式で述べる作品である(18)。
プルタルコスが，ゼノンはプラトンの『国家』を批判して同じ表題の『国家』を執筆した
と述べていること(19)，貨幣についての語彙レベルでの類似などからも(20)，そう推測する
べきだろう。したがって，プラトンの『国家』が政治哲学である程度にはゼノンの『国家』
も政治哲学であると言えるだろうし，プラトンの『国家』がユートピア文学の系譜に位置
づけられるのと同程度にゼノンの『国家』もユートピア文学に属するだろう。
　私があえてストア派の思想を「政治哲学」と呼んだのは，以上のようなプラトンとの連
続性の他に，現代におけるコミュニタリアニズムを意識したからである。つまり，コ
ミュニタリアニズムは個人のよい生とコミュニティの関係の問題について論じる政治哲
学であるが，これに対抗しうる思想として，この問題についてのストア派の議論をあえて
政治哲学と呼んだということである。

  ・エロスについて
　本書（76頁）で引用したが，以下の二つの文にゼノンの『国家』におけるエロスについ
ての主張があらわれている。
「また，知者は，徳へのよい素質をその容姿によって示している若者たちを愛するだ
ろう，と彼らは主張している。ゼノンが『国家』においてこのように述べ，またク
リュシッポスは『さまざまな生について』の第一巻において，さらにアポロドロスも
『倫理学』において述べている」（ディオゲネス・ラエルティオス『哲学者列伝』7. 129-130）。
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「キティオンのゼノンは，エロスは，友愛，自由，さらにまた協調をもたらすが，こ
れらの他のものは何一つとしてもたらさない神であると考えたと，ポンティアノス
は言った。それゆえ，『国家』の中でも，「エロスは，国家の保全のために助ける神で
ある」と言ったのである」（アテナイオス『食卓の賢人たち』13. 561C）。

　ディオゲネスの文章からは，エロスは肉体の美しさへの愛ではなく徳への愛であると
いうのがゼノンの『国家』についての主張であるようである。アテナイオスの文章も，エ
ロスが与えるものとして「子ども」を述べていない点で，やはりゼノンがプラトンの『饗
宴』のようにエロスを主に精神的なものとして考えていることを示唆している。ゼノン
は男女が自由に交わるとした点でキュニコス的であるが（本書 75頁），エロスについての
理解はプラトンの『饗宴』に近かったというのが私の考えである。
　ただし，全人類への親近化が子どもへの愛情の拡張という手順を踏む以上，生殖がス
トア派においてプラトンよりも重要な意味をもつのはたしかである。また，兼利が指摘
しているように，血縁関係の扱いがパナイティオス（キケロ）とヒエロクレスとでかなり違
うということは，ペリパトス派やキュニコス派などの他学派に対する彼らの態度の違い
をあらわしているかもしれない。安田からも指摘されたが，各思想家の違いについて本
書では十分に考察することができなかった。この違いを整理するために，生殖活動と血
縁関係の重要性は一つの観点になりうると思う。

■ 近藤への応答

 ・中後期ストア派における変化と時代背景について
　よく言われるように，紀元前二世紀においてスキピオ・アエミリアヌスの友人である
パナイティオスがローマに滞在したことが，ストア派がローマで成功したことの最も重
要な原因だろう。移入の経緯が，アリストテレスとプラトンを尊敬したと言われるパナ
イティオスと，職業的な哲学者ではなく政治家・軍人だったスキピオの友情ということ
から，「ローマへの移入」の際にストア派が「アリストテレス的な理論からの影響」をある
程度受けながら「実践的な問題への取り組み」を重視するようになったというのが当然な
がら一つの可能な認識だろう。すると，兼利からも指摘されたように，ストア派のコス
モポリタニズムについてのアリストテレス（ペリパトス派）の影響が問題となるだろうが，
時間をかけた調査が必要な主題なので，ここで詳しく述べずに今後の研究課題としたい。

 ・ストア派のコスモポリタニズムと自然学（とくに摂理）の関係について
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　歴史的にみて，クリュシッポスを標準とするストア派の倫理学は基本的に（もちろん，
アリストンが論理学を無用の長物として拒否したとか，マルクス・アウレリウスが，たとえ偶然

が宇宙を支配したとしてもストア派の倫理学に従うと述べたとかの，例外的な事例もあるが）
自然学，論理学，倫理学のそれぞれの主張が相互に複雑な仕方で連関していると解釈す
べきである。
　私の考えでは，知者のコミュニティについての主張と摂理についての主張の関係は，
単純に自然学が倫理学を基礎づけているという事態よりも複雑である。ゼノンにおいて
は，知者のあいだにコミュニティが存在するということの前提は，宇宙全体が何らかの
秩序（正しいロゴス，ゼウス，共通の法）に従っており，人間にその秩序が徳として与えら
れる，ということだった（本書 2章 2節）。クリュシッポスにおいては，神の摂理が存在す
るということ，より具体的には，神々が人間を愛し，動物その他を人間のためにつくっ
たということの前提として，宇宙全体が人間の知者と神々を市民とするコミュニティで
ある，ということが論じられた（3章 2節 2項）。
　というわけで，ストア派のコスモポリタニズムは，とくにクリュシッポスに顕著に見
られるような，宇宙全体が一つの偶然も残さない宿命のネットワークによって運営され，
そのネットワークが人間による動物その他の利用（殺害も可能）を命じているという自然
学‒論理学的な主張を，少なくとも直接の前提にはしていないだろうというのが私の解
釈である（あらゆる人間に徳という規範に従う能力が与えられているという前提さえ確保でき
ればよい）。
　正直に言って，私はストア派のコスモポリタニズムを評価するが，摂理についてのここ
まで強い主張を採用する気はないし，自然学については現代の実証可能な科学で置き換
えるべきだと思っている。
　しかしながら，たしかに「非ロゴス的な存在に対する正義は存在しない」という主張は
「ロゴス的な存在はお互いのためにつくられた」という主張の直接の前提ではないが，人
間が互いに助け合うべきである根拠としてロゴスをもちだしたときに帰結するのではな
いか？ この疑問は，ストア派のコスモポリタニズムにとって致命的な批判となりえる。
　動物に対する正義はないという主張に対してはすでに古代から多くの反論がなされた
ようで，たとえば，動物は人間の利用のためにつくられたのではない(21)，体の構造や感
覚の類似性を基準にして殺害を禁止すべき(22)，動物にも程度の差こそあれロゴスがあ
る(23)，などの主張がポルピュリオスによって報告されている。興味深いことに，動物へ
の不正という問題は避けながらも，ストア派のムソニウス(24)もまた，魂を清浄に保つた
めに肉食は避けるように勧めている（動物を殺さずに利用できる乳製品などは食べてもよい
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とされる）。
　ストア派の知者のコミュニティの考え方を保存しつつ動物への残虐な行為を禁止する
ためには，ムソニウスのようにそのような行為が人間にふさわしくないとするのが一番
簡単だろう（あるいは，動物を愛することが人間にとって有徳な行為であるとするか）。より動
物目線に立つならば，「苦痛を感じる存在に不必要に苦痛を与えることは悪である」とい
う主張と，「理性的な存在者は互いに助け合うべきである」という主張を整合させるか，
あるいは，知者のコミュニティ（すなわち高度な言語推理能力を前提とした互恵関係）とはち
がうが，感覚を基準とする何か別の種類のコミュニティが存在し，そのコミュニティに
おいて知者のコミュニティの規範とは異なる種類ではあるが普遍的な規範を前提とする
ような規範（動物一般に対して，互恵的な関係や，正当防衛以外の加害の禁止を求めることはで
きないだろう）が存在すると論じるべきかもしれない。

 ・ストア派のコスモポリタニズムは政治哲学かどうか
　稲村，兼利からもそれぞれ指摘された問題である。ここでは，中後期ストア派の国家
論に絞って答えたい。知者（と神々）のコミュニティをもう少し現実におとしこんだとき
の一例が，中後期ストア派におけるプラトン的なモデル（有徳な支配者が劣悪な人間たちを
ロゴスによって統治するコミュニティ）とアリストテレス的なモデル（「教える」「学ぶ」「伝え
る」「議論する」「判断する」などのロゴス的な活動を基盤とするコミュニティ）だった，という
のが本書における私の解釈である。つまり，知者のコミュニティ >プラトン・アリスト
テレス的モデル >伝統的な国家の順で理想度（難易度）が高いということである。たしか
に国家についての中後期ストア派の議論において「知者と神々のコミュニティ」は明確に
登場しないが，プラトン的モデルにおいて「説得」が重視されていること，アリストテレ
ス的モデルにおいて相互的な言語活動が重視されていることは，ロゴスにもとづく互恵
性というストア派の知者のコミュニティの特徴をこれらのモデルが引き継いでいること
のあらわれだとも考えられる。パナイティオス，ポセイドニオス，ムソニウスが現実の国
家に対して知者のコミュニティの適用をあきらめるほどに悲観的だったと考える必要は
とくにないので，彼らが「知者」という理想を支持している以上，このように初期ストア
派と連続させて考えるべきではないだろうか。
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